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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】指及び／又はペン形状の位置指示器を用いるこ
とで、入力操作を容易にする入力システム及び入力方法
を提供する。
【解決手段】入力システムは、電界を発生させる位置指
示器と、電極アレイ及び制御手段を備える。位置指示器
は、ペン圧力データ及びスイッチ状態データ等を所定の
伝送方式を用いて電極アレイに送信する。位置指示器は
、デジタルデータを変調／符号化する。この入力システ
ムは、タッチ検知モード及び位置指示器検知モードの各
々で動作する。タッチ検知モードでは、電極アレイを構
成する第１の方向に配置された電極に誘起された信号を
用いて指などの近接対象物を容量結合にて検知すること
で対象物の位置を決定する。位置指示器検知モードでは
、電極アレイを構成する第１及び第２の方向に配置され
た各々の電極に誘起された信号を用いて位置指示器の位
置を決定すると共に、変調／符号化されたデジタルデー
タを復調／復号化する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電界を発生させるための位置指示器と、
　第１の方向に配置された複数の電極と前記第１の方向とは異なる第２の方向に配置され
た複数の電極を備える電極アレイと、
　前記電極アレイに結合され、タッチモード動作においては前記第１の方向及び第２の方
向の少なくとも一方の方向に配置された電極に誘起した信号を用いて前記電極アレイに近
接した対象物を容量結合にて検知することで前記対象物の前記電極アレイ上の位置を決定
し、位置指示器モード動作においては前記第１の方向及び第２の方向の各々の方向に配置
された電極に誘起した信号を用いて前記位置指示器の前記電極アレイ上の位置を決定する
ための制御手段と、を備えているとともに、
　前記位置指示器には、デジタルデータを前記電極アレイに送信するために所定の伝送方
式の信号にて前記電界を発生させるための手段を備え、
　前記制御手段には、前記所定の伝送方式にて送信されたデジタルデータを前記電極アレ
イを介して受信するための手段を備えていることを特徴とする入力システム。
【請求項２】
　前記位置指示器モード動作においては、前記制御手段は前記電極アレイを構成する複数
の電極に誘起した信号の振幅を測定することで前記位置指示器の前記電極アレイ上の位置
を決定するようにしたことを特徴とする請求項１に記載の入力システム。
【請求項３】
　前記位置指示器に備えられた、デジタルデータを前記電極アレイに送信するために所定
の伝送方式の信号にて前記電界を発生させるための手段は、多数の周波数を発生させると
ともに所定の周波数を選択することで前記デジタルデータから前記電界を発生させ、
　前記制御手段は、前記選択された周波数に対応して発生した前記電界を前記電極アレイ
を介して受信するようにしたことを特徴とする請求項１に記載の入力システム。
【請求項４】
　前記位置指示器は、ペン形状を備えると共にペン先端に加えられた圧力を検出するため
の圧力検出手段、前記位置指示器の操作状態を指示するためのスイッチ、及び前記位置指
示器を識別するための識別データの保持手段の少なくとも１つを備えており、前記圧力検
出手段によって検出された圧力データ、前記スイッチの状態を指示するデータ、及び位置
指示器を識別するための識別データのうちの少なくとも１つのデータが前記デジタルデー
タに含まれていることを特徴とする請求項１に記載の入力システム。
【請求項５】
　前記位置指示器に備えられた、デジタルデータを前記電極アレイに送信するために所定
の伝送方式の信号にて前記電界を発生させるための手段は、位相偏移または振幅偏移を行
うことで前記デジタルデータから前記電界を発生させ、
　前記制御手段は、前記位相偏移または振幅偏移によって発生した前記電界を前記電極ア
レイを介して受信するようにしたことを特徴とする請求項１に記載の入力システム。
【請求項６】
　前記位置指示器から前記電極アレイへのデジタルデータの送信は非同期的に行われるこ
とを特徴とする請求項１に記載の入力システム。
【請求項７】
　前記位置指示器に備えられた、デジタルデータを前記電極アレイに送信するために所定
の伝送方式の信号にて前記電界を発生させるための手段は、多数の周波数を発生させるこ
とで前記デジタルデータから前記電界を発生させるとともに、前記制御手段は前記多数の
周波数に対応した受信チャネルを備えており、前記受信チャネルを介して前記所定の伝送
方式にて送信されたデジタルデータを得るようにしたことを特徴とする請求項１に記載の
入力システム。
【請求項８】
　前記制御手段は、受信チャネル毎の信号対雑音比を求めるとともに、信号対雑音比に基
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づいた受信チャネルを選択するようにしたことを特徴とする請求項７に記載の入力システ
ム。
【請求項９】
　前記制御手段は、デジタルデータを所定の伝送方式にて前記位置指示器に送信するとと
もに、前記位置指示器には前記送信されたデジタルデータを受信するように構成されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の入力システム。
【請求項１０】
　前記入力システムを構成する位置指示器、電極アレイ、及び制御手段の各々を更に設け
るとともに、前記の位置指示器、電極アレイ、及び制御手段と更に設けられた位置指示器
、電極アレイ、及び制御手段との間で、位置指示器から電極アレイへのデジタルデータの
送信に使用される周波数を互いに異ならしめることで相互干渉を回避するようにしたこと
を特徴とする請求項１に記載の入力システム。
【請求項１１】
　前記制御手段は、電極アレイを構成する複数の電極に誘起した信号を、前もって設定さ
れたパラメータと比較することで前記位置指示器の位置を決定するようにしたことを特徴
とする請求項１に記載の入力システム。
【請求項１２】
　前記第１の方向に配置された１つの電極と前記第１の方向とは異なる第２の方向に配置
された１つの電極との間で容量結合状態が形成されており、
　前記制御手段は、前記タッチモード動作においては、前記第１の方向に配置された電極
に所定の信号を供給し、前記第２の方向に配置された電極から信号を検出することで、前
記近接対象物の位置を決定し、前記位置指示器モード動作においては、第１の方向及び第
２の方向に配置された各々の電極から信号を検出することで位置指示器の位置を決定する
ようにしたことを特徴とする請求項１に記載の入力システム。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記位置指示器モード動作において信号検出のために選択された電極
に隣接する少なくとも２つの電極を終端させるようにしたことを特徴とする請求項１２に
記載の入力システム。
【請求項１４】
　前記少なくとも２つの電極は接地されることを特徴とする請求項１３に記載の入力シス
テム。
【請求項１５】
　前記少なくとも２つの電極は浮遊状態にあることを特徴とする請求項１３に記載の入力
システム。
【請求項１６】
　前記少なくとも２つの電極は所定のインピーダンスを介して接地されることを特徴とす
る請求項１３に記載の入力システム。
【請求項１７】
　前記制御手段は、前記タッチモード動作と前記位置指示器モード動作を交互に実行する
ようにしたことを特徴する請求項１に記載の入力システム。
【請求項１８】
　前記制御手段は、前記電極アレイをタッチモード動作領域及び位置指示器モード動作領
域に分割するとともに、前記タッチモード動作及び前記位置指示器モード動作を実行する
ようにしたことを特徴とする請求項１に記載の入力システム。
【請求項１９】
　前記制御手段は、前記電極アレイをタッチモード動作領域及び位置指示器モード動作領
域に設定可能とされるとともに、前記タッチモード動作領域及び前記位置指示器モード動
作領域を周期的に切り替えることで実質的に各モードの同時動作を実行するようにしたこ
とを特徴する請求項１に記載の入力システム。
【請求項２０】
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　前記タッチモード領域は複数のタッチモードサブ領域を備え、前記位置指示器モード領
域は複数の位置指示器モードサブ領域を備えたことを特徴とする請求項１８に記載の入力
システム。
【請求項２１】
　前記制御手段は、電荷増幅器、電圧増幅器、トランスインピーダンス増幅器、及び縦続
形トランスインピーダンス増幅器の少なくとも１つを備え、前記電界によって前記電極ア
レイに誘起された信号を増幅するようにしたことを特徴とする請求項１に記載の入力シス
テム。
【請求項２２】
　前記位置指示器には、前記制御手段を駆動するための電源として機能するように構成さ
れたコンデンサ又は蓄電池を備えたことを特徴とする請求項１に記載の入力システム。
【請求項２３】
　第１の方向に配置された複数の電極と前記第１の方向とは異なる第２の方向に配置され
た複数の電極を備える電極アレイ上の、近接対象物の位置及び位置指示器の位置を決定す
るための入力方法であって、
　タッチモード動作においては、
　前記第１の方向及び第２の方向の少なくとも一方の方向に配置された電極に誘起した信
号を用いて前記電極アレイに近接した対象物を容量結合によって検知することで前記対象
物の前記電極アレイ上の位置を決定するステップを備え、
　位置指示器モード動作においては、
　前記位置指示器にデジタルデータに対応した電界を発生させるステップと、
　前記位置指示器によって発生した電界によって前記第１の方向及び第２の方向の各々の
方向に配置された電極に誘起した信号を用いて前記位置指示器の前記電極アレイ上の位置
を決定するステップを備え、更には
　前記位置指示器から送信された前記デジタルデータを、前記電極アレイを介して受信す
るステップ、を備える入力方法。
【請求項２４】
　前記位置指示器においてデジタルデータに対応した電界を発生させるステップは、多数
の周波数を発生させるステップと、前記デジタルデータに基づいて前記発生させた周波数
を選択するステップを含み、前記選択された周波数に対応して前記電界を発生させるよう
にしたことを特徴とする請求項２３に記載の入力方法。
【請求項２５】
　前記位置指示器は、ペン形状を備えると共にペン先端に加えられた圧力を検出するため
の圧力検出手段、前記位置指示器の操作状態を指示するためのスイッチ、及び前記位置指
示器を識別するための識別データの保持手段の少なくとも１つを備えており、前記圧力検
出手段によって検出された圧力、前記スイッチの状態を指示するデータ、及び位置指示器
を識別するための識別データのうちの少なくとも１つのデータが前記デジタルデータに含
まれていることを特徴とする請求項２３に記載の入力方法。
【請求項２６】
　第１の方向に配置された複数の電極と前記第１の方向とは異なる第２の方向に配置され
た複数の電極を備える電極アレイと容量結合されるコードレス位置指示器であって、
　一端部にペン先端を備えたペン形状のハウジングと、
　前記ペン先端に加えられた圧力を検出するための圧力検出手段と、
　前記圧力検出手段によって検出された圧力をデジタルデータとして所定の伝送方式にて
前記電極アレイに送信するための制御手段と、
　前記制御手段を駆動するための電力を蓄積するための電力蓄積手段と、
を備えていることを特徴とするコードレス位置指示器。
【請求項２７】
　前記電力蓄積手段は、蓄電池を備えていることを特徴とする請求項２６に記載のコード
レス位置指示器。
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【請求項２８】
　前記電力蓄積手段は、コンデンサを備えていることを特徴とする請求項２６に記載のコ
ードレス位置指示器。
【請求項２９】
　駆動電力をコードレス受信して前記コンデンサを充電するように構成されていることを
特徴とする請求項２８に記載のコードレス位置指示器。
【請求項３０】
　前記電極アレイ上又は前記電極アレイに近接して配置された送信手段から前記駆動電力
が送信され、前記駆動電力を受信するように構成されていることを特徴とする請求項２９
に記載のコードレス位置指示器。
【請求項３１】
　前記コンデンサは、前記コードレス位置指示器が充電ステーションに置かれているとき
に充電されるように構成されていることを特徴とする請求項２８に記載のコードレス位置
指示器。
【請求項３２】
　前記制御手段は、前記圧力検出手段によって検出された圧力に基づいて前記コードレス
位置指示器をスリープモードから起動させるように構成されていることを特徴とする請求
項２６に記載のコードレス位置指示器。
【請求項３３】
　（ａ）一端部にペン先端を有するペン状ハウジングと、前記ペン先端に加えられた圧力
を検出するための圧力検出手段と、前記圧力検出手段によって検出された圧力をデジタル
データとして所定の伝送方式を用いて電界として送信するための制御を行う制御手段と、
前記制御手段を駆動するための電力を蓄積するための電力蓄積手段と、を備えたコードレ
ス位置指示器と、
　（ｂ）第１の方向に配置された複数の電極と前記第１の方向とは異なる第２の方向に配
置された複数の電極を備えるセンサと、タッチモード動作においては前記センサを構成す
る第１及び第２の方向に配置された各々の電極によって近接対象物を容量結合にて検出す
ることで該対象物の位置を決定し、位置指示器モード動作においては前記コードレス位置
指示器によって発生した電界を、前記センサを構成する第１及び第２の方向に配置された
電極の少なくとも一方の電極を用いて前記センサに誘起された信号を検出することで前記
コードレス位置指示器のセンサ上の位置を決定する制御手段を具備し、
　前記コードレス位置指示器によって検出される圧力がデジタルデータとして前記センサ
を介して受信されるようにしたことを特徴とする入力システム。
【請求項３４】
　前記電力蓄積手段はコンデンサを備えており、前記入力システムには前記コンデンサを
充電するための充電手段が備えられており、該充電手段に前記コードレス位置指示器が置
かれているときに前記コンデンサが充電されるようにしたことを特徴とする請求項３３に
記載の入力システム。
【請求項３５】
　前記センサは、第１の方向に配置された電極と第２の方向に配置された電極が互いに実
質的に重なり合うことなく単一層上に形成されていることを特徴とする請求項３３に記載
の入力システム。
【請求項３６】
　電界を発生させるための位置指示器と、
　第１の方向に配置された複数の電極と前記第１の方向とは異なる第２の方向に配置され
た複数の電極を備える電極アレイと、
　前記電極アレイに結合した制御手段であって、タッチモード動作においては、前記電極
アレイを用いて近接対象物を容量結合にて検知することで前記対象物の位置を決定し、位
置指示器モード動作においては、前記位置指示器によって発生した前記電界にて前記電極
アレイに誘起された信号を測定することによって前記位置指示器の位置を決定するように
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構成されており、
　前記制御手段は、前記測定された信号に含まれる属性の少なくとも幾つかを所定のパラ
メータと適合処理を行うことによって前記位置指示器の位置を決定するように構成されて
いることを特徴とする入力システム。
【請求項３７】
　前記所定のパラメータは、前記位置指示器によって指示された電極アレイ上の複数の位
置における各々の電極に誘起された信号に含まれる属性に基づいて生成されることを特徴
とする請求項３６に記載の入力システム。
【請求項３８】
　前記所定のパラメータは、電極アレイに対する位置、高さ、及び傾斜のうちの少なくと
も１つを備えることを特徴とする請求項３６に記載の入力システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に電子デバイス用のユーザー・インタフェースに関し、より詳細にはタ
ッチセンサ及びデジタイザ・システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多様で異なる形式の入力装置が、コンピュータ（例えば、ラップトップ型コンピュータ
、タブレット型コンピュータ、パーソナルデジタルコンピュータ）及び通信装置（例えば
、携帯電話機、無線ハンドヘルド通信装置）を始めとした、多様で異なる電子システムに
一般に使用されている。或る型式の入力装置は一般にタッチセンサ又は近接センサと称す
る。タッチセンサは、指等の近接対象物の位置を決定する多様で異なる技術を使用する。
例えば、容量式タッチセンサは、近接対象物が存在することにより生じる容量変化を判断
することによって近接対象物の位置を決定する。別の型式の入力装置はデジタイザ・タブ
レットと一般に称されるが、グラフィックス・タブレット、グラフィックス・パッド、又
は描画タブレットとも称される。デジタイザ・タブレットは、典型的にはスタイラス又は
他のペン状の描画装置として実現される位置指示器を用いてユーザーが入力可能な検知面
を備えている。一般のデジタイザでは、位置指示器は、検知面によって検出される電磁信
号を放射する。検知面によって検出された電磁信号は、次いで位置指示器の位置を決定す
るのに使用され処理される。
【０００３】
　一般に、デジタイザは一般のタッチセンサと比較して、位置検出精度及び分解能に優れ
ている。通常、デジタイザは入力用の専用の位置指示器を必要とする。タッチセンサの属
性（例えば、利便性）をデジタイザの改良精度及び分解能と組み合わせることがこれまで
望まれてきた。あいにく、組合せ式タッチセンサ・デジタイザは、実現に関連するコスト
高及び複雑性、この組合せを受け入れるのに必要な付加的な3次元スペース、またタッチ
の検知及び位置指示器の検知の各々をサポートし得る特殊な型式のディスプレイに対する
要求などのために、その適用性に制限があった。このため、改良式組合せタッチセンサ及
び位置指示器を使用する入力装置は、引き続き必要とされている。
【０００４】
　なお、特許文献１には、等ピッチ間隔で配列された複数本のＸ電極およびＹ電極がマト
リクス状に積層されたタブレットと、所定周波数の電圧を発信する入力ペンとを備え、入
力ペンと各電極間の静電容量変化に基づいて各電極に印加する電圧を検出する座標入力装
置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－１４７０９２号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の各実施例は、ユーザーによる入力を容易にする入力システム及び入力方法を提
供する。通常の対象物（例えば、指）を用いると共に、位置検出用の電界を放射する位置
指示器としての変換器を使用することで、タッチ操作と位置指示器操作の各々にて入力す
ることができる入力システムが提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様によれば、変換器（例えば、スタイラス形状の位置指示器）と、電極ア
レイ（電極配列）と、該電極アレイに結合された制御装置とを具備した、タッチ及び変換
器の操作による入力を可能とする入力システムが提供される。前記電極アレイ及び前記制
御装置は共に、指等の近接対象物の位置、及び前記変換器の位置の各々を検出するのに使
用されるセンサを形成する。前記変換器は典型的にはスタイラス又は他のペン状の装置の
形式を備え、電界を発生させるように構成される
【０００８】
　前記センサの前記制御装置は、連続したサンプリング周期で近接対象物検知モード（以
下、「タッチモード」と称する）及び変換器検知モード（以下、「変換器モード」と称す
る）の２つのモードの間で切替えを行うことによって、これら２つのモードで同時に又は
交互に動作するように構成される。
【０００９】
　前記タッチモードで動作するとき、前記制御装置は前記電極アレイを使用して、１つ以
上の対象物（例えば、指）を容量的に検知することによって、該１つ以上の対象物の位置
を決定する。一例では、前記制御装置は各対象物により引き起こされる電極アレイでの容
量変化を検出することによってその対象物の位置を決定する。前記変換器モードで動作す
るとき、前記制御装置は前記変換器によって発生した電界により前記電極アレイに誘起さ
れる複数の検知信号の属性（例えば、振幅、位相等）を測定することによって前記変換器
の位置を決定する。詳細には、前記変換器（より具体的にはアンテナ部）及び前記電極ア
レイの各々は容量結合され、前記制御装置は前記電極アレイの各々に誘起される変化を測
定することによって前記変換器の位置を決定する。
【００１０】
　前記変換器は、前記センサにデジタルデータを送出するように構成される。例えば、前
記変換器には、前記電極アレイへ送信するための電界でデジタルデータを符号化するよう
に構成された電子回路（例えば、マイクロコントローラ装置（ｍｉｃｒｏｃｏｎｔｒｏｌ
ｌｅｒ　ｕｎｉｔ（ＭＣＵ））またはマイクロプロセッサ）を備えても良い。また、前記
電子回路、より具体的にはメモリ回路には、変換器固有の識別情報（ＩＤ）が保持される
。前記センサの前記制御装置は前記電極アレイによって受信される前記デジタルデータを
復号化するように構成される。例えば、前記デジタルデータは、変換器のペン先端に加え
られた圧力、変換器に備えられたスイッチの状態、又は変換器固有の識別情報（ＩＤ）に
関係したデータを含んでも良い。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、前記変換器は多数の周波数で電界を選択的に発生させると
共に、該発生した電界の周波数偏移でデジタルデータを符号化するように構成される。一
方、前記制御装置は多数の周波数で複数の検知信号を検出すると共に、周波数偏移で符号
化されたデジタルデータを復号化するように構成される。前記多数の周波数は、例えば、
前記変換器によって送信された任意の信号によって発生する高調波を回避するように、基
本周波数を分周することによって決定しても良い。マンチェスター符号化体系を始めとす
る任意の適切な周波数偏移キーイング（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ‐Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ
（ＦＳＫ））技術を、デジタルデータを符号化するのに使用しても良い。本発明のまた別
の態様によれば、振幅偏移キーイング（Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ‐Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ
　（ＡＳＫ））技術、位相偏移キーイング（Ｐｈａｓｅ‐Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ（Ｐ
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ＳＫ））技術、及び直交振幅変調（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄ
ｕｌａｔｉｏｎ（ＱＡＭ））技術を始めとする任意の他のデジタル変調技術を、デジタル
データを符号化するのに使用しても良い。
【００１２】
　本発明の別の態様によれば、デジタルデータ伝送は双方向性であって良い。即ち、前記
変換器から前記制御装置にデジタルデータを送信する構成の他に、前記制御装置から前記
変換器にデジタルデータを送信するように構成し得る。
【００１３】
　本発明の一態様によれば、後述するように、前記変換器と前記制御装置は非同期的に通
信する。
【００１４】
　本発明の一態様によれば、前記変換器が多数の周波数で電界を選択的に発生させるよう
に構成されると共に、前記制御装置は多数の周波数チャネルのうちの１つ（又は１つ以上
）の周波数チャネルを受信チャネルとして選択するように更に構成される。例えば、前記
制御装置は周波数チャネル毎の信号対雑音比を決定すると共に、最高の信号対雑音比を有
する周波数チャネルを受信チャネルとして選択しても良い。本発明のまた別の態様によれ
ば、２システム以上の組合せ式タッチ及び変換器入力システムが設けられるとき、第１の
システムにおける変換器は第１の周波数（又は第１の組の周波数）で電界を発生するよう
に構成されると共に、第２のシステムにおける変換器は相互に近接して使用され得る２つ
のシステム間の相互干渉を回避するように前記第１の周波数（又は前記第１の組の周波数
）とは異なる第２の周波数（又は第２の組の周波数）で電界を発生するように構成される
。
【００１５】
　本発明の一態様によれば、前記電極アレイは、互いに実質的に平行に配置されると共に
第１の方向に伸長する第１の組を構成する細長い電極と、互いに実質的に平行に配置され
ると共に前記第１の方向とは異なる第２の方向に伸長する第２の組を構成する細長い電極
とを備える。例えば、前記第１及び第２の方向は典型的には相互に直交し得る。前記第１
の組を構成する細長い電極のうちの少なくとも１つの電極及び前記第２の組を構成する細
長い電極のうちの少なくとも１つの電極から成る各一対の電極は、コンデンサを形成する
。タッチモードで動作するとき、前記制御装置は、前記第１の組を構成する細長い電極の
各々に信号を供給し、前記第２の組を構成する細長い電極の各々から出力される信号に反
映される容量変化を検出し、かつ、該検出した容量変化に基づいて近接対象物の位置を決
定するように構成される。
【００１６】
　電界結合を使用して変換器モードで動作するとき、前記制御装置は、前記第１及び第２
の組を構成する細長い電極の各々から出力される複数の検知信号の属性（例えば、振幅及
び位相）を測定すると共に、該測定した属性に基づいて前記変換器の位置を計算するよう
に構成される。本発明の別の態様によれば、変換器モードで動作するとき、前記制御装置
は、検出中の細長い電極に隣接する前記第１又は第２の組を構成する細長い電極のうちの
２つ以上の電極を選択的に終端させて（例えば、浮遊（非接続状態）、アースへの直接的
な接続、抵抗器を介したアースへの接続）、前記第１又は第２の組を構成する細長い電極
の各々から出力される検知信号の属性を測定することによって、該検知信号の品質を向上
させるように構成される。
【００１７】
　本発明の一態様によれば、前記制御装置は、システムの連続したサンプリング周期にお
いてタッチモードでの動作と変換器モードでの動作を交互にするように構成される。本発
明の別の態様によれば、動作モードはシステムのユーザーによって選択され得る。本発明
のまた別の態様によれば、前記制御装置は、前記電極アレイをタッチモード領域と変換器
モード領域とに選択的に分割し、該タッチモード領域ではタッチモードにて、該変換器モ
ード領域では変換器モードにて同時に動作するように構成される。前記タッチモード領域
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は複数のタッチモードサブ領域から構成されても良い。一方、前記変換器モード領域は複
数の変換器モードサブ領域から構成させても良い。本発明の更に別の態様によれば、前記
制御装置は、前記電極アレイ上の所定の位置が前記タッチモード領域となるように、また
前記変換器モード領域となるように、前記タッチモード領域及び前記変換器モード領域を
周期的に切り替える。
【００１８】
　本発明の一態様によれば、前記制御装置は前記電極アレイに結合した縦続形トランスイ
ンピーダンス増幅器（従属型電流－電圧変換器）を備える。該縦続形トランスインピーダ
ンス増幅器は、前記電極アレイの入力容量を該縦続形トランスインピーダンス増幅器の帰
還抵抗器から絶縁分離し、電界によって前記電極アレイに誘起される複数の検知信号を増
幅するように構成される。
【００１９】
　本発明の一態様によれば、前記変換器は、前記変換器用の駆動電源として機能するよう
に構成されたコンデンサ又は蓄電池を備えている。
【００２０】
　本発明のまた別の態様によれば、前記制御装置は、複数の検知信号の測定した属性（例
えば、振幅、位相等）を所定のパラメータ化した曲線に適合させることによって前記変換
器の位置を決定するように構成される。本発明の一態様によれば、該所定のパラメータ化
した曲線は、１つの電極に対する前記変換器の複数の位置を、前記変換器によってこの１
つの電極の複数の位置に誘起される検知信号の複数の属性にそれぞれ関連づける。本発明
の一態様によれば、前記所定のパラメータ化した曲線は、特定の先端形状を有する前記変
換器及び特定の電極構成パターンを有する前記電極アレイと共に使用するために、経験的
に得られる。本発明の一態様によれば、前記所定のパラメータ化した曲線は、変換器の位
置のパラメータと、高さのパラメータ及び傾斜のパラメータのうちの少なくとも１つ以上
とを備える。本発明の一態様によれば、前記システムはホストシステム（例えば、前記組
合せ式タッチ及び変換器入力システムを備えたパーソナルコンピュータ：ＰＣ）における
プロセッサ等の外部プロセッサを更に具備することで、前記制御装置及び該外部プロセッ
サによる分散処理が行われることで曲線適合動作を実行する。
【００２１】
　本発明の別の態様によれば、電極アレイと共に使用するために構成されたコードレス変
換器が設けられ、該コードレス変換器及び前記電極アレイは容量的に結合されている。前
記コードレス変換器は、その端部にペン先端を有するペン状ハウジングと、該ペン状ハウ
ジング内に配置された変換器制御装置を備える。該変換器制御装置は前記コードレス変換
器の動作を制御すると共に、前記ペン先端に加えられる圧力を検出する圧力センサを備え
る。前記コードレス変換器はまた、前記圧力センサによって検出される圧力センサデータ
をデジタルデータとして前記電極アレイに送信するために、前記変換器制御装置に結合さ
れたアンテナを備える。前記変換器制御装置は、前記変換器制御装置を駆動するための電
力を供給する蓄電池又はコンデンサ等の電力蓄積装置を備えることによって、前記コード
レス変換器を実現する。
【００２２】
　本発明の別の態様によれば、前記のコードレス変換器と、センサとを備える組合せ式タ
ッチ及び変換器入力システムが提供される。前記センサは電極アレイと、該電極アレイに
結合されたセンサ制御装置とを備える。該センサ制御装置は、前記電極アレイを用いて近
接対象物を容量的に検知することによって該対象物の位置を決定するタッチモード、及び
前記コードレス変換器によって発生した電界により前記電極アレイに誘起される複数の検
知信号の属性を測定することによって前記コードレス変換器の位置を決定する変換器モー
ド双方で動作するように構成される。前記コードレス変換器はデジタルデータである圧力
センサデータを前記センサに送信する。
【００２３】
　本発明のまた別の態様によれば、近接対象物の位置及び変換器の位置を選択的に決定す
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る方法が提供される。該方法は８つのステップからなる。第１に、近接対象物が電極アレ
イを使用して容量的に検出される。第２に、前記近接対象物の位置が容量性検知に基づい
て決定される。第３に、変換器によって電界を発生させる。第４に、デジタルデータが前
記変換器から送信される。第５に、複数の検知信号が、前記電極アレイの対応する複数の
電極における電界に基づき誘起される。第６に、前記複数の検知信号の属性が測定される
。第７に、前記変換器の位置が前記複数の検知信号の測定属性に基づき決定される。第８
に、前記デジタルデータが前記電極アレイを用いて受信される。
【００２４】
　本発明は添付図面を参照することによってより容易に理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は本発明の実施例による組合せ式タッチ及び変換器入力システムを備えたタ
ブレット型コンピュータの略図である。
【図２】図２は本発明の実施例による組合せ式タッチ及び変換器入力システムに使用する
、制御装置及び電極アレイを備えたセンサの略図である。
【図３】図３（ａ）及び図３（ｂ）は本発明の実施例による組合せ式タッチ及び変換器入
力システムに使用する変換器の略図である。
【図４】図４は本発明の実施例による変換器のブロック図である。
【図５】図５（ａ）は本発明の実施例による制御装置及び電極アレイを備えた、センサの
ブロック図である。図５（ｂ）は１つ以上のタッチモード領域及び1つ以上の変換器モー
ド領域に分割された、本発明の一実施例による電極アレイの略図である。
【図６】図６は図５（ａ）の制御装置を構成する、本発明の実施例による処理段のブロッ
ク図である。
【図７】図７は図６の処理段を構成する、本発明の実施例による電荷増幅器の回路図であ
る。
【図８】図８は図６の処理段を構成する、本発明の実施例による電圧増幅器の回路図であ
る。
【図９】図９は図６の処理段を構成する、本発明の実施例によるトランスインピーダンス
増幅器の回路図である。
【図１０】図１０は図６の処理段を構成する、本発明の一実施例による継続形トランスイ
ンピーダンス増幅器の回路図である。
【図１１】図１１（ａ）は本発明の一実施例による、変換器モードの際に電極アレイを走
査する工程を図示するフローチャート。図１１（ｂ）及び図１１（ｃ）は本発明の一実施
例による、電極の接続状況を示すための略図。図１１（ｄ）は本発明の一実施例による、
電極に誘起する信号の検出を示す略図である。
【図１２】図１２は本発明の一実施例によるデジタルフィルタリング手順の略図である。
【図１３】図１３（ａ）は本発明の一実施例による、曲線の当てはめ技術を用いた場合の
フローチャート、図１３（ｂ）は本発明の一実施例による、サンプルパラメータ化曲線の
グラフ、また図１３（ｃ）は本発明の一実施例により使用される位相ロックループ（ＰＬ
Ｌ）回路の略図である。
【図１４】図１４は本発明の一実施例による、組合せ式タッチ及び変換器入力システムに
おけるデジタルデータ送信のためのサンプルデータフレームの略図である。
【図１５】図１５は本発明の一実施例による、変換器によって実行される工程を図示する
フローチャートである。
【図１６】図１６は本発明の一実施例による、周波数偏移で符号化されたデジタルデータ
を復号化する工程を図示するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明の各実施例は電子システムへのユーザーの入力を容易にするシステム及び方法を
提供する。通常の対象物（例えば、指）及び位置検出用の電界を発生する変換器（例えば
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、スタイラス）を用いてユーザーの入力を容易にする組合せ式タッチ及び変換器入力シス
テムが提供される。
【００２７】
　図１は本発明の実施例による組合せ式タッチ及び変換器入力システムを組み込むのに好
適なタブレット型コンピュータ１００を例示する。このタブレット型コンピュータは、通
常透明な検知面１０４が全面に渡って設けられているＬＣＤ装置等のディスプレイ１０２
を備えている。この検知面１０４は、１つ以上の変換器（例えば、スタイラス１０８）を
検出するのと同様に通常の対象物（例えば、指１０６）を検出するのに使用される、本発
明の組合せ式タッチ及び変換器入力システムの一部分を形成し得る。具体的には、変換器
によって発生する電界を受信するのと同様に近接対象物を容量的に検知して変換器の位置
を検出するように構成された電極アレイ（図１には図示せず）が、検知面１０４内又は検
知面１０４の下方にある。
【００２８】
　本発明の種々の例示的実施例によれば、組合せ式タッチ及び変換器入力システムはタッ
チ検知モード（又は略して「タッチモード」）及び変換器検知モード（又は略して「変換
器モード」）で動作し、連続したサンプリング周期でこの２つのモードを切り替えること
によって実質的に同時又は交互に動作するように構成される。このシステムは、タッチモ
ードでは、電極アレイを用いて近接対象物を容量的に検出することによってこの対象物の
位置を決定するように構成される。変換器モードでは、このシステムは変換器により発生
する電界によって電極アレイに誘起される複数の信号の属性（例えば、振幅、位相等）を
測定することによってこの変換器の位置を決定するように構成される。タッチ検知及び変
換器検知双方に対して同一の電極アレイを使用する。従って、ユーザーは通常の対象物（
例えば指１０６等）又は変換器（例えばスタイラス１０８等）を用いてタブレット型コン
ピュータ１００とインタフェースすることができる。動作の際、例えばアイコンの起動、
カーソルの移動、及び文章並びに他のデータの入力等の種々のユーザー・インタフェース
機能を実行するために、ユーザーは指１０６及び／又はスタイラス１０８並びに検知面１
０４を使用することができる。
【００２９】
　図示した実施例はタブレット型コンピュータ１００を示しているが、本発明の各実施例
は入力装置を利用するどの形式の装置にも適用することができる。各例は他の計算装置、
メディア装置、及び通信装置を含む。更に、図示の実施例は指１０６を示しているが、（
少なくとも１つの電極と相互容量を形成するのに十分な寸法を有する）任意の他の容量性
対象物を、タッチモードで動作するセンサとインタフェースするのに用いることができる
。最後に、図示の実施例はスタイラス１０８を示しているが、他のペン状の装置、ポイン
タ、カーソル、パック（ｐｕｃｋ）、マウス、ポーン（ｐａｗｎ）、及び他の道具を始め
とする任意の他の適切な変換器を使用することができる。
【００３０】
　組合せ式タッチ及び変換器入力システムは一般に変換器（例えば、図１のスタイラス１
０８）と、図２に示すセンサ１５０とから成る。このセンサ１５０はセンサ制御装置１５
２及び電極アレイ１５４を備える。図示の実施例では、この電極アレイ１５４は、第１の
方向（例えば、水平）に伸張する第１の組を構成する細長い電極１５４ａ、及び第１の方
向とは異なる（例えば、直交する）第２の方向（例えば、垂直）に伸張する第２の組を構
成する細長い電極１５４ｂを備える。誘電材料（例えば、ガラス（図示せず））のシート
又は他の幾何学的配置が第１及び第２の組を構成する細長い電極１５４ａ及び１５４ｂ間
に介在している。また、例えばガラス（図２に図示せず）等の別の材料のシートが電極ア
レイ１５４に被せられることで、電極アレイ１５４を電気的に絶縁分離すると共に物理的
に保護して、図１の検知面１０４として集合的に機能する。
【００３１】
　一般に、透明な導電性材料を１枚以上のシートに被着することによって電極アレイ１５
４が形成される。例えば、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）等の導体をガラスシートの片側
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又は両側にパターン化して、第１及び第２の組を構成する細長い電極１５４ａ及び１５４
ｂをそれぞれ形成し得る。この際、別のガラスシートを配置して検知面１０４を形成し得
る。アレイパターンと同様に種々の異なる電極形状（例えば、ダイヤモンド形状電極及び
正方形状電極）を使用しても良く、本発明で用いる電極アレイ１５４は図２に図示した特
定の形状に限定されることはない。例えば、図２は２つの層が重なり合う、矩形状の電極
を用いて形成した電極アレイ１５４を示しているが、例えば、ダイヤモンドパターン形状
を有する第１及び第２の組を構成する電極が、単一層上に実質的に相互に重なり合わずに
配置されるような電極配置構成も有効である。種々の他の実施例では、第１及び第２の組
を構成する電極は実質的に相互に直交し、単に２つの異なる方向に伸張するに過ぎない。
別の各実施例では、各組の電極は実質的に相互に平行である必要はない。また更に、アレ
イパターンは第１及び第２の組を構成する電極だけでなく、適切に配置された第３、第４
及び付加的な組の電極を含んで良い。
【００３２】
　センサ１５０の制御装置１５２は、この組合せ式タッチ及び変換器入力システムにおい
て位置決定のための信号処理を実行するように構成される。図５（ａ）を参照して詳細に
説明する。センサ制御装置１５２は、例えばマイクロプロセッサ等の集積回路を始めとし
て、任意の型式の処理装置を好適に備える。また、センサ制御装置１５２は、協動して動
作する任意の適切な数の集積回路装置及び／又は回路基板を始めとして、多数の個別装置
を備えて良い。例えば、センサ制御装置１５２は、マイクロコントローラ、プロセッサ、
マルチプレクサ、フィルタ、増幅器、及びインタフェース等の装置を備えて良い。最後に
、幾つかの応用において、センサ制御装置１５２はメモリに内蔵された各プログラムを実
行するように構成される。
【００３３】
　タッチモードで動作するとき、センサ制御装置１５２は電極アレイ１５４を用いて１つ
以上の近接対象物の各々を容量的に検知することによって、各対象物の位置を決定するよ
うに構成される。一度に多数のタッチを検出可能な多タッチ検出技術（マルチタッチ技術
）を始めとして、容量性タッチ検出のための種々の技術が知られている。例えば、センサ
制御装置１５２が図２に示すような電極アレイ１５４の第１の組を構成する細長い電極１
５４ａの各々に対して連続して信号を駆動するとき、第１の組を構成する細長い電極１５
４ａ及び第２の組を構成する細長い電極１５４ｂの各交差部分はコンデンサを形成する。
より一般的に、第１の組を構成する細長い電極１５４ａの少なくとも１本の電極と、この
第１の組を構成する細長い電極１５４ａを構成するこの少なくとも一本の電極と重なり合
う又は重なっていない第２の組を構成する細長い電極１５４ｂを構成する少なくとも１本
の電極から構成される一対の電極とはコンデンサを形成する。指等の対象物がこれらのコ
ンデンサのうちの１つに置かれるか又は近接するとき、コンデンサから生じる電界線の一
部分は指に向かって引き出されて、コンデンサの容量の減少を引き起こす。こういった容
量変化はコンデンサを形成する第２の組を構成する細長い電極１５４ｂのうちの、１つの
細長い電極から出力される信号に反映される。これによって、制御装置１５２は近接対象
物の位置を決定することができる。また、この決定した位置に基づいて、第１の組を構成
する細長い電極１５４ａのうちの１つの細長い電極は駆動信号（例えば、Ｙ座標）を受信
すると共に、第２の組を構成する細長い電極１５４ｂのうちの１つの細長い電極は容量変
化を示す信号（例えば、Ｘ座標）を出力する。また、これは容量性タッチ検知技術の一例
であり、他の容量性タッチ検出の種々の技術を本発明のタッチモード動作で使用し得る。
【００３４】
　図３（ａ）は本発明の実施例による組合せ式タッチ及び変換器入力システムに使用され
る変換器１７５の簡略化したブロック図である。この変換器１７５は変換器制御装置１７
７及びアンテナ１７９を備える。図３（ｂ）は本発明の一実施例によるスタイラスとして
具体化した変換器１７５の部分的断面図である。このスタイラス変換器１７５は、変換器
制御装置１７７（図４参照）を収容する一般に円筒状の細長い本体３３０、及びスタイラ
ス変換器１７５のペン先端として具体化されたアンテナ１７９を備える。図３（ｂ）に示
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す変換器は、変換器１７５によって発生する電界を使用してアンテナ１７９及び電極アレ
イ１５４を電気的に（即ち、容量的に）結合させるのに用いるのに好適である。以下の説
明は変換器及びセンサが電気的に（即ち、容量的に）結合した実施例に関する。しかしな
がら、本発明の他の実施例では、図１１（ｄ）を参照して後に説明するように、変換器に
よって発生した電磁界の磁界成分を使用して変換器及びセンサを磁気的に結合しても良い
。
【００３５】
　変換器制御装置１７７は変換器１７５の動作を制御すると共に、図４を参照して以下に
おいて説明するように、マイクロプロセッサ等の集積回路を始めとして、任意の型式の処
理装置を適切に備えて良い。また、変換器制御装置１７７は、協動して動作する任意の適
切な数の集積回路装置及び／又は回路基板を始めとして、多数の個別装置を備えて良い。
例えば、変換器制御装置１７７は圧力センサ、スイッチ、コンデンサ、レギュレータ、マ
イクロコントローラ、及びプロセッサ等の装置を備えて良い。
【００３６】
　変換器制御装置１７７はアンテナ１７９からの電界の放射を調整する。変換器１７５が
電極アレイ１５４に近接したとき、アンテナ１７９によって放射される電界は１つ以上の
電極に検知信号を誘起することとなる。詳細には、変換器アンテナ１７９に電圧Ｖを印加
することによって、コンデンサの対向電極を構成する一端（上板）としての変換器アンテ
ナ１７９と、このコンデンサの対向電極を構成する他端（底板）としての電極アレイ１５
４のうちの１つ以上の電極に電荷量Ｑが蓄積される。また、アンテナ１７９と電極アレイ
１５４のうちの１つ以上の電極の間に電界が形成される。この電界は電極アレイ１５４の
うちの１つ以上の電極に反対の電荷を誘起する。この場合、誘起された電荷量は変換器ア
ンテナ１７９と１つ以上の電極との間の容量に比例する。誘起された電荷は電圧Ｖを印加
する周波数とは独立しており、一般に次の通り表わされる。
【００３７】
【数１】

　式中、Ｃは変換器アンテナ１７９と電荷が誘起される１つ以上の電極との間の容量であ
る。変換器アンテナ１７９に印加される電圧を変化させることによって、電極アレイ１５
４に電流を誘起することができる。詳細には、印加電圧を変えることによって蓄積電荷及
び電界を変化させることにより、電極アレイ１５４の誘起電荷を変化させる。誘起電荷の
変化は電極アレイ１５４に電流量（Ｉ）を発生させる。この電流量は数式２で表わすよう
に電圧Ｖ及び容量Ｃと同様に印加駆動周波数に比例する。
【００３８】
【数２】

　本発明の種々の例示的実施例によれば、電極アレイ１５４に誘起された電流（検知信号
）の値（電流量）、より詳細には、属性（例えば、振幅、位相等）を測定して、変換器１
７５の位置の決定に使用する。換言すれば、変換器モードで動作するとき、電極アレイ１
５４に誘起された複数の検知信号の属性に基づいて変換器１７５の位置を決定するように
センサ制御装置１５２が構成される。
【００３９】
　図４は本発明の一実施例による変換器１７５のブロック図である。変換器１７５は変換
器制御装置１７７及びアンテナ１７９を備える。変換器制御装置１７７は変換器１７５の
動作を制御し、任意のタイプの処理装置を好適に備え得る。図示の実施例では、変換器制
御装置１７７は圧力センサ３０６、パワーコントローラ（ｐｏｗｅｒ　ａｒｂｉｔｒａｔ
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ｏｒ）３０８、サイドスイッチ３１０、コンデンサ３１４（例えば、ウルトラキャパシタ
、スーパーキャパシタとして呼ばれる電気二重層コンデンサ（EDLC:electricdouble laye
r capacitor、ultra capacitor））、電荷入力コネクタ３１５、レギュレータ３１６、及
びマイクロコントローラ装置（ｍｉｃｒｏ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ｕｎｉｔ（ＭＣＵ）
）３１８を備える。パワーコントローラ３０８及びＭＣＵ３１８は汎用Ｉ／Ｏ（ｇｅｎｅ
ｒａｌ　ｐｕｒｐｏｓｅ　ｉｎｐｕｔ／ｏｕｔｐｕｔ（ＧＰＩＯ））３１２を介して結合
され、ＭＣＵ３１８及びアンテナ１７９は別のＧＰＩＯを介して結合されている。
【００４０】
　また図３（ｂ）を参照すると、変換器制御装置１７７を構成するこれらの部品の幾つか
又は全て及びそれらの所要インタフェースは、変換器本体３３０に収容される適切に寸法
の回路基板３２９に実装し得る。図３（ｂ）に示したスタイラスの具体化において、コン
デンサ３１４を除いた全部品はペン状本体３３０内部の基板３２９に実装される。図３（
ｂ）に示した実施例において、圧力センサ３０６はスタイラスの先端近傍に設けられ、検
知面に対して先端を押し付けた場合に、アンテナ１７９としても機能する先端への圧力を
検出する。しかしながら、他の実施例では、圧力センサ３０６は、圧力情報を先端から圧
力センサ３０６の位置まで送信する機構又はリンク機構を介して、先端から更に離して置
いて良い。サイドスイッチ３１０はペン状本体３３０の側部に露出するように設けられ、
マウスデバイスにおける右ボタン、左ボタンの機能を果たす。電荷入力コネクタ３１５は
ペン状本体３３０の後端に露出しており、充電ドッキングステーション（ｃｈａｒｇｉｎ
ｇ　ｄｏｃｋｉｎｇ　ｓｔａｔｉｏｎ）（図示せず）に接続される。スーパーコンデンサ
等のコンデンサ３１４はペン状本体３３０の後部に設けられる。図３（ｂ）のスタイラス
形状の変換器１７５のペン状先端として機能するアンテナ１７９は任意の適切な導電材料
から構成し得ると共に、任意の適切な形状に形成し得る。本発明によればスタイラス変換
器の寸法は制限されないが、図３（ｂ）に図示した一実施例では、スタイラスは１２０ｍ
ｍの長さと１１ｍｍの直径を有する。
【００４１】
　図示の実施例では、コンデンサ３１４は変換器１７５の電源として機能するように設け
られる。所定の時間充電することで、変換器１７５を動作させるのに十分な電力をもたら
す、高エネルギー密度を有するスーパーコンデンサ等の任意のコンデンサを使用し得る。
定格電圧３．３Ｖで容量が０．２Ｆのコンデンサは大抵の応用には十分な電力をもたらす
ことが可能となろう。図３（ｂ）から判かるように、コンデンサ３１４の直径はスタイラ
ス型変換器１７５の直径を規定する。従って、コンデンサ３１４の直径を減らすことによ
って、変換器１７５の直径を３～７ｍｍの範囲に収まるようにより小さくし得る。
【００４２】
　コンデンサ３１４は種々の電源から充電することができる。例えば、図示のように、変
換器１７５が、この入力システムに関連する装置（図示せず）としての、ドッキングステ
ーションまたは他のストレージエリアに置かれているとき、コンデンサ３１４は電荷入力
コネクタ３１５を介して充電し得る。変換器１７５がドッキングステーションに置かれた
とき、オーミックコンタクトを介して、即ちドッキングステーションのアンテナから変換
器１７５に、より詳細にはコンデンサ３１４に電力が送られる。別の実施例では、電極ア
レイ１５４から、またはこの目的のために電極アレイから分離して設けられたパワー供給
用のアンテナ（ｐｏｗｅｒｉｎｇ　ａｎｔｅｎｎａ）から電磁信号を受信することによっ
て、コンデンサ３１４を充電し得る。パワー供給用アンテナは電極アレイ１５４上または
その近傍に位置して良い。こういった電磁信号を受信するために、変換器１７５はアンテ
ナ１７９またはこの目的のために特別に設けられた個別アンテナを使用し得る。これらの
実施例では、変換器１７５は使用の際に再充電することができ、従って、より小型のコン
デンサ３１４を使用し得る。なお、コンデンサ３１４は変換器１７５と共に使用するのに
好適な電源の一例であり、蓄電池及びコード式電源等の他の形式の電源を同様に使用し得
る。
【００４３】
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　圧力センサ３０６は、変換器１７５に、より詳細にはスタイラス形状の変換器の場合は
変換器の先端に加えられる圧力を検出するのに使用される。検出圧力は変換器１７５及び
組合せ式タッチ及び変換器入力システムの種々の動作を制御するのに使用される。図示の
実施例では、圧力センサ３０６が先端部に取り付けられることで、ペン状変換器の先端を
検知面１０４に押し付ける圧力を測定可能とされる。一例として、検出圧力は、初期設定
であるスリープモードから変換器１７５を起動（ａｗａｋｅｎ）させるのに使用される。
スリープモードを設けると共に、先端圧力を検出したときにのみ変換器１７５を起動させ
ることによって、変換器１７５の実動作時間を低減でき、電力を節約できる。別の例とし
て、タッチモードの動作への切替に関連して、圧力センサ３０６によって或る一定のしき
い値を上回る圧力値が検出されると、組合せ式タッチ及び変換器入力システムを変換器モ
ードで動作させることができる。また別の例では、ユーザーによって望まれる細線の又は
軽いストロークを示す小さな圧力、或いは太線の又は強いストロークを示す大きい圧力等
、ユーザーのストロークの幅又は強さを示すのに圧力センサ３０６を使用することができ
る。圧力センサ３０６の具体化手段としては、種々の異なる型式の回路を使用することが
できる。一例としては、圧力を加えられたときに抵抗が変化する可変抵抗器を使用するこ
とができる。抵抗変化は適切なアナログ／デジタル変換器（ａｎａｌｏｇ－ｔｏ－ｄｉｇ
ｉｔａｌ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ（ＡＤＣ））によって測定されると共にデジタル化される
。その後に、検出圧力レベルを決定する処理用のＭＣＵ３１８に送信される。
【００４４】
　サイドスイッチ３１０は、例えば、マウスの右クリック操作及び左クリック操作と同様
に、ユーザーが変換器１７５の動作を制御できるようにするスイッチである。サイドスイ
ッチ３１０の状態はＭＣＵ３１８に伝えられ、変換器１７５の動作を制御するのに使用さ
れる。例えば、サイドスイッチは、変換器１７５を異なる色で使用可能とし、又は異なる
型式のストローク等で使用可能とするなど、異なる動作モードに設定するのに使用可能で
ある。圧力センサ３０６によって得られる圧力情報と同様に、変換器の識別情報（ＩＤ）
とともに受信したサイドスイッチ３１０のスイッチ情報はＭＣＵ３１８によってデジタル
データに符号化され、以下において更に説明するように、アンテナ１７９から電極アレイ
１５４へ送信される。
【００４５】
　レギュレータ３１６は変換器１７５への電力を制御する。また、ＭＣＵ３１８への電源
を制御する。特に、コンデンサ３１４又は蓄電池から給電されるコードレス式変換器の応
用においては、消費電力を最小化することが望ましい。従って、パワーレギュレータ３１
６は、通常電流駆動での通電では起動モードと成し、低電流駆動での通電ではスリープモ
ード又は停止モードをもたらすことが好ましい。そこで、パワーコントローラ３０８は、
ＭＣＵ３１８が判断できるように、圧力センサ３０６から受信した圧力信号をモニタして
、その検出レベルが或る一定のしきい値を超えたときには、レギュレータ３１６をスリー
プモードから起動モードに切り替えて、変換器１７５を起動させることが可能である。実
質的な省電力は、十分な先端圧力が検出されときにのみ変換器１７５を起動させることで
可能である。制御可能な出力レベルを有する種々のプログラマブル装置を始めとして、種
々の異なる型式のパワーレギュレータを使用することができる。スリープモード及び起動
モードの間で切り替わる変換器の動作を図１５を参照して以下に説明する。
【００４６】
　本発明の幾つかの例示的実施例によれば、マイクロコントローラ装置（ＭＣＵ）３１８
は変換器１７５のための全体の処理を実行すると共に、３つの機能、即ち、パワーコント
ローラ３０８を介したレギュレータ３１６の制御、ＭＣＵ３１８を介したアンテナ１７９
への信号の供給、並びに、駆動信号周波数のホッピングによる雑音回避及び／又は駆動信
号の中のデジタルデータの符号化、の機能を実行する。本発明の種々の例示的実施例によ
れば、ＭＣＵ３１８はデジタル制御式発振器を備えたプログラマブル装置である。このデ
ジタル制御式発振器がアンテナ１７９に信号を供給する。この発振器は、周波数ホッピン
グを行うと共に、信号を周波数偏移させることで、デジタルデータ（例えば、圧力データ
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、スイッチ状態データ、及びペン識別データ）の符号化に対応した異なる周波数範囲の信
号をアンテナ１７９に供給するように制御することができる。別の実施例では、ＭＣＵ３
１８はデジタルデータの符号化に対応して、アンテナ１７９へ供給される信号を振幅偏移
又は位相偏移させる。ＭＣＵ３１８はアンテナ１７９に供給される信号のタイミング、持
続期間、周波数、振幅、及び位相を制御する。従って、アンテナ１７９によって発生した
電界は、センサ１５０が変換器１７５の位置を決定するだけでなく、変換器１７５によっ
て符号化されたデジタルデータを受信し復号化するのに使用される。ＭＣＵ３１８は動作
電流を低減する低電力モードを備えることが好ましい。低電力モードは信号送信時間の間
、すなわち信号送信が行われていない間に適用することで、変換器１７５全体の電力消費
を低減することができる。ＭＣＰ３１８としての使用に好適な低消費電力を有するマイク
ロコントローラ装置の一例はテキサス・インスツルメンツ社（Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕ
ｍｅｎｔｓ）から入手可能なＭＳＰ４３０マイクロコントローラである。
【００４７】
　図５（ａ）は電極アレイ１５４及び制御装置１５２（図２参照）を備えたセンサ１５０
のブロック図である。制御装置は、変換器１７５によって発生した電界で符号化されたデ
ジタルデータの復号化と共に、対象物（例えば、指）及び変換器１７５の位置決定の信号
処理を実行するように機能する。図示の実施例では、アナログマルチプレクサ（ＭＵＸ）
４１０、別のアナログマルチプレクサ４１２、処理段４１４、アナログ／デジタル変換器
（ａｎａｌｏｇ－ｔｏ－ｄｉｇｉｔａｌ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ （ＡＤＣ））４１６、及
びマイクロプロセッサ装置（ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ　ｕｎｉｔ（ＭＰＵ））４２
０を備える。これらは、制御装置１５２における、変換器１７５による指示位置およびデ
ジタルデータを検知するための構成部分である。制御装置１５２はまた、マルチプレクサ
４１０及びＭＰＵ４２０と共に制御装置１５２の容量性タッチ検知部を形成するフィルタ
及びアナログ／デジタル変換器（ＡＤＣ）４１８を備える。ＭＰＵ４２０としての使用に
好適なマイクロプロセッサ装置の一例は、サイプレス社（Ｃｙｐｒｅｓｓ）から入手可能
なプログラマブル・システムオンチップ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ－ｏ
ｎ－ｃｈｉｐ（ＰＳＯＣ））マイクロプロセッサである。なお、図５（ａ）に図示するよ
うな制御装置１５２の構成は単に一例に過ぎず、当業者にとって明らかなように、制御装
置１５２の他の構成も可能である。例えば、容量性タッチ検知部と、変換器１７５の指示
位置およびデジタルデータを検知する構成部分とは部分的に又は全体として共に組み合わ
せて一体化することが可能である。図示の実施例では、ＭＰＵ４２０は、容量性検知部と
、変換器１７５の指示位置及びデジタルデータを検知する構成部分との双方で共有される
。
【００４８】
　マルチプレクサ４１０はシステムの動作モードに応じて、電極アレイ１５４を制御装置
１５２の容量性タッチ検知部及び／又は変換器１７５の指示位置及びデジタルデータを検
知する構成部分に選択的に結合させる。マルチプレクサ４１０は適切なアナログマルチプ
レクサを用いて具体化が可能である。これらのマルチプレクサは電極アレイ１５４の容量
を著しく乱さないように比較的低い電荷注入を有するべく選択することが好ましい。マル
チプレクサ４１０は変換器１７５の指示位置及びデジタルデータを検知する構成部分が備
えるアナログマルチプレクサ４１２と、容量性検知部のフィルタ及びＡＤＣ段４１８とに
結合されている。
【００４９】
　容量性検知部においては、フィルタ及びＡＤＣ段４１８は、ＭＰＵ４２０が対象物の位
置を決定する処理を行うことができるように、対象物によって引き起こされた任意の容量
変化を測定し、適切に増幅し、フィルタリングし、かつデジタル化する。このために、例
えば、ＭＰＵ４２０は、第２の組を構成する細長い電極１５４ｂの各々と共にコンデンサ
を形成するための、第１の組を構成する細長い電極１５４ａの各々に対し、電気信号を供
給可能である。電極（１５４ａ、１５４ｂ）の間で形成された各コンデンサにおける容量
変化は、第２の組を構成する電極１５４ｂの対応する電極を介してモニタされ測定される
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。ＭＰＵ４２０は測定した容量変化に基づいて対象物の位置を決定するのに必要な処理を
実行する。なお、容量性検知を容易にするのに広く種々の異なる技術が使用可能である。
本発明の各実施例は、任意の容量性検知技術を用いて実現が可能である。本発明の一態様
によれば、組合せ式タッチ及び変換器入力システムは、変換器１７５の指示位置及びデジ
タルデータを検知する機能を、付加可能な任意の適切な容量性タッチセンサから構築し得
る。
【００５０】
　変換器１７５の指示位置及びデジタルデータを検知する構成部分が備えるアナログマル
チプレクサ４１２は、変換器モードの際に電極アレイ１５４の個々の電極を処理段４１４
に接続するように機能する。各電極が処理段４１４に接続されないとき、図１１（ｂ）及
び図１１（ｃ）を参照して以下においてより十分に説明するように、各電極は選択的に終
端される（例えば、アースへの直接的接地、抵抗器を介したアースへの終端、または浮遊
（非接続状態））。
【００５１】
　処理段４１４は、電極アレイ１５４から受信した各検知信号を増幅しフィルタリングす
るように機能する。従って、処理段４１４は種々の増幅器及びフィルタを備えることが可
能である。処理装置４１４の一例は、図６を参照して以下において詳細に説明する。増幅
されフィルタリングされたアナログ形式の各信号は、次にＡＤＣ４１６によって受信され
、このＡＤＣ４１６からＭＰＵ４２０にデジタル形式で出力される。
【００５２】
　図６には、処理段４１４の１つの特定の実施例が図示されている。この実施例では、処
理段４１４は増幅器５０２、自動利得制御（automatic gain control（ＡＧＣ））５０４
、ノッチフィルタ５０６、帯域フィルタ５０８（例えば、広帯域の帯域フィルタ）、及び
エイリアス除去フィルタ５１０を備える。
【００５３】
　増幅器５０２は選択された電極から受信した信号を増幅する。電荷増幅器、電圧増幅器
、トランスインピーダンス増幅器（電流－電圧変換器）、及び縦続形トランスインピーダ
ンス増幅器を始めとして、種々の型式の増幅器を使用して良い。
【００５４】
　図７は、図６の増幅器５０２として使用し得る電荷増幅器６００を例示的に図示してい
る。この電荷増幅器６００はコンデンサ６０６を介して負帰還で作動する演算増幅器（即
ち「オペアンプ（ｏｐ　ａｍｐ）」６０２を備える。このオペアンプ６０２の反転入力は
電極ラインに接続されている。電荷増幅器６００は電極上に誘起された電荷に比例した電
圧を発生し、この電圧は下記の数式３によって与えられる。
【００５５】
【数３】

　式中、Ｖは出力電圧、Ｑは電極に誘起された電荷、及びＣは帰還コンデンサ６０６の容
量である。どの演算増幅器も反転端子及び非反転端子で入力バイアス電流及びオフセット
バイアス電流をそれぞれ受けるので、図７の電荷増幅器はこれらの電流が流れるための直
流経路を備えるべきである。例えば、抵抗器６０７は帰還コンデンサ６０６と並列に備え
られて、帰還コンデンサ６０６によって設定されるような、電荷増幅器の特性を損なうこ
と無く、反転端子のバイアス電流が流れるのを可能にする直流経路を生成する。この設計
は、以下において説明する図１０の縦続形トランスインピーダンス増幅器とは異なる。図
１０では、帰還抵抗器９０４のインピーダンスがコンデンサ９０６のインピーダンスに対
して帰還ループで支配的となるように、抵抗器９０４は帰還コンデンサ９０６に対する値
が決められている。図７及び図１０に使用するような帰還抵抗器及びコンデンサの適切な
各値は当業者によって容易に決定可能となろう。
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【００５６】
　図８は、図６の増幅器５０２として使用し得る電圧増幅器７００を例示的に図示する。
この電圧増幅器７００はオペアンプ７０２と、抵抗器７０４及び７０６とを備える。電極
ラインは抵抗器７０６に接続されている。
【００５７】
　図９は、図６の増幅器５０２として使用し得るトランスインピーダンス増幅器８００を
例示的に図示する。このトランスインピーダンス増幅器８００はオペアンプ８０２と、抵
抗器８０４とを備える。オペアンプ８０２の反転入力は電極ラインに接続されている。オ
ペアンプ８０２を囲む帰還抵抗器８０４を流れる電流は電圧に変換される。
【００５８】
　図１０は、図６の増幅器５０２として使用し得る縦続形トランスインピーダンス増幅器
９００を例示的に図示する。この縦続形トランスインピーダンス増幅器９００は、オペア
ンプ９０２と、抵抗器９０４と、コンデンサ９０６と、２つの定電流源９０８、９０９と
、ＮＰＮトランジスタ９１０等のトランジスタとを備える。縦続形トランスインピーダン
ス増幅器９００は、オペアンプ９０２を囲む帰還抵抗器９０４を流れる任意の電流が以下
の通りに電圧に変換されるという点で、図９のトランスインピーダンス増幅器８００と同
様に動作する。
【００５９】
【数４】

　式中、Ｖは出力電圧、Ｉは帰還抵抗器９０４を流れる電流、及びＲは帰還抵抗器９０４
の抵抗である。縦続形トランスインピーダンス増幅器９００は、ＮＰＮトランジスタ９１
０を用いてトランスインピーダンス増幅器９００の帰還抵抗器９０４から電極ラインの入
力容量を絶縁分離して、帯域又は信号対雑音比を犠牲にすること無く、より高いトランス
インピーダンス利得を実現可能にするという点で有益である。縦続形トランスインピーダ
ンス増幅器９００はまた、高周波数側での雑音利得を制御するように帰還抵抗器９０４と
並列に帰還コンデンサ９０６を組み込むことによって安定性を向上させてきた。
【００６０】
　トランスインピーダンス（電流－電圧変換）の前にトランジスタ９１０を設けることは
、縦続形トランスインピーダンス増幅器として既知である。ＮＰＮトランジスタ９１０は
共通ベース電流バッファとして構成されるので、エミッタ（Ｅ）に流れ込む電流がこのト
ランジスタ９１０を通して流れてコレクタ（Ｃ）に流出するのを可能にする。電流は、次
にトランスインピーダンス増幅器によって電圧信号に変換される。ＮＰＮトランジスタ９
１０のエミッタ（Ｅ）は次の数式によって与えられる等価的に小さい信号抵抗を有する。
【００６１】
【数５】

　式中ｋはボルツマン定数、Ｔは温度、ｑは電荷の基本単位、及びIcはＮＰＮトランジス
タを流れるバイアス電流である。抵抗ｒは電極容量から決定されると共に、トランスイン
ピーダンス増幅器の帯域幅を制限可能なＲＣ定数が設定される。従って、２つの等しい定
電流源９０８、９０９は、電極によって捕えられた信号がトランスインピーダンス増幅器
を通過できるようにするために、エミッタ抵抗ｒが十分小さくなるように適切なバイアス
電流が設定される。別の実施例では、同一の効果を達成するのに１つの電流源を使用し得
る。この場合には、電流源が１つのみであり、バイアス電流はトランスインピーダンス増
幅器を流れる。このことは、十分な利得でトランスインピーダンス増幅器を飽和させると
共に、所望の信号を消すこととなる大きな直流オフセットを強制的に検出させることとな
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る。２つの整合した定電流源９０８、９０９を使用することによって、図示するように、
ＮＰＮトランジスタ９００に注入されたバイアス電流はまたトランスインピーダンス増幅
器によって捕えられ、トランスインピーダンス増幅器から流れることが保証される。
【００６２】
　図６に戻って説明すると、増幅器５０２から出力された増幅信号は自動利得制御（ＡＧ
Ｃ）５０４に供給させる。ＭＰＵ４２０からのフィードバック信号を使用して、ＡＧＣ５
０４は増幅器５０２の出力を自動的に調整する。ＡＧＣ５０４は、最終的にＡＤＣ４１６
に送られる信号のダイナミックレンジがその全フルスケール基準と整合するように、レベ
ル調整を行う。このことは、比較的弱い信号が電極アレイ１５４によって受信される場合
に生じ得るデジタル化雑音を低減することができる。
【００６３】
　ＡＧＣ５０４の出力はノッチフィルタ５０６に供給される。ノッチフィルタ５０６は、
電極アレイ１５４によって捕えられた電力線雑音によって引き起こされる雑音スパイク等
の雑音スパイクを除去するように設けられる。好適には代表的な電力線雑音を除去するの
に５０／６０Ｈｚノッチフィルタを使用することができる。
【００６４】
　ノッチフィルタ５０６の出力は、広帯域の帯域フィルタ等の帯域フィルタ５０８に供給
される。帯域フィルタ５０８は他の周波数を阻止又は除去し、所定の周波数範囲のみを通
過させる。
【００６５】
　帯域フィルタ５０８の出力はエイリアス除去フィルタ５１０に供給される。エイリアス
除去フィルタ５１０は、所定の周波数以上の雑音を低減することで、ＡＤＣによるサンプ
リング信号が折り返され（ａｌｉａｓｅｄ）、又は歪められないことを保証するフィルタ
である。エイリアス除去フィルタ５１０は、一般には、非常にシャープな遮断周波数を有
するフィルタを用いて実現される。エイリアス除去フィルタ５１０の出力信号はＡＤＣ４
１６に供給される。
【００６６】
　図６に図示するように、処理段４１４は、電極アレイ１５４にて受信される各信号を増
幅しフィルタリングする。図５（ｂ）に戻って説明すると、処理段４１４の出力はアナロ
グ／デジタル変換器（ＡＤＣ）４１６に供給される。ＡＤＣ４１６は処理段４１４のアナ
ログ出力をデジタル化する。一実施例では、ＡＤＣ４１６は１ＭＨｚのサンプリング周波
数を有する。このことは、変換器１７５が２５０ｋＨｚまでの周波数で信号を送信すると
きに折り返し雑音を回避するのに十分なサンプリング速度である。
【００６７】
　ＡＤＣ４１６のデジタル化出力はＭＰＵ４２０に供給される。ＭＰＵ４２０は受信信号
から、符号化されたデジタルデータ（例えば、圧力データ、スイッチ状態データ、及びペ
ン識別データ）を復号化するのと同様に、受信信号から変換器１７５の指示位置を決定す
る処理を実行する。なお、変換器１７５による信号をデジタルデータに符号化し、変換器
１７５による指示信号を走査し復号化し、変換器１７５による指示位置を決定すると共に
デジタルデータを復号化するために使用される各例示的工程は図１１（ａ）から図１６を
参照して後に説明する。
【００６８】
　本発明の種々の他の実施例では、変換器１７５は、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標））及びジップビー（ＺｉｐＢｅｅ）プロトコルを含むＩＥＥＥ８０２．１
５標準に準ずるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ(R)装置を介するなど、他のＲＦ無線技術を使用する
ことで、デジタルデータ（例えば、圧力データ、スイッチ状態データ、及びペン識別デー
タ）をセンサ１５０に送信し得る。
【００６９】
　前述したように、組合せ式タッチ及び変換器入力システムは、連続したサンプリング周
期で、タッチ検知モード及び変換器検知モードを互いに切り替えることによって、これら
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２つのモードを交互に動作するように構成され得る。このために、制御装置１５２、より
詳細には、ＭＰＵ４２０は、タッチ検知及び変換器検知を交互に実行するようにマルチプ
レクサ４１０を制御すべく構成される。別の実施例では、このシステムのユーザーによっ
て動作モードを選択し得る。例えば、センサ１５０はユーザーが２つのモードの一方を選
択するように操作し得るスイッチを備えて良い。別の実施例のように、変換器モードで動
作中のシステムは、所定のしきい値を超えたペン圧力が検出されたことを示す変換器１７
５からのデジタルデータを受信している場合には、変換器モードで動作する。前述したよ
うに、圧力センサ３０６はスタイラス形状の変換器１７５に加えられた先端圧力を検出し
て、しきい値を超えたペン圧力の検出時にのみ変換器を起動させるのに使用し得る。その
とき、変換器１７５からは、圧力値、起動モードを示す情報を、センサ１５０に送出し得
る。例えば、デジタルデータは変換器１７５によって発生した電界で符号化されて、セン
サ１５０に送信されることも可能である。しきい値を超えたペン圧力を示すデジタルデー
タを受信する（必要に応じ、その後復号化した後に）と、変換器モードでは、制御装置１
５２は自身のタイマーをリセットして、所定時間の間、タッチモードに切り替わること無
く変換器モードでの動作を自動的に継続させることが可能である。
【００７０】
　ここで図５（ｂ）を説明すると、本発明の幾つかの実施例では、電極アレイ１５４はタ
ッチモード領域（１）と、変換器モード領域（２）とに分割される。制御装置１５２はタ
ッチモード領域（１）のタッチモード及び変換器モード領域（２）の変換器モードで同時
に動作するように構成される。このために、電極アレイ１５４はマルチプレクサ４１０と
の接続を適切に行う必要がある。図示の実施例では、電極アレイ１５４は４象限に分割さ
れ、時間１では、そのうちの２つの象限４２２はタッチモード領域（１）を形成し、他の
２つの象限４２４は変換器モード領域（２）を形成する。電極アレイ１５４上の所定の位
置が、タッチモード領域と変換器モード領域とで交互に存在するように、タッチモード領
域（１）及び変換器モード領域（２）を選択的に切り替えるように制御装置１５２を構成
し得る。例えば、図５（ｂ）にて、時間２では、以前にタッチモード領域を形成した２つ
の象限４２２が現時点では変換器モード領域（２）を形成し、一方、以前に変換器モード
領域（２）を形成した他の象限が現時点ではタッチモード領域（１）を形成するようにし
て、タッチモード領域及び変換器モード領域が切り替えられる。時間１の状態と時間２の
状態の間を交互に遷移することによって、制御装置１５２はタッチモード及び変換器モー
ドを同時に動作させることができる。電極アレイ１５４上の任意の位置は、タッチモード
領域と変換器モード領域との間を交互に遷移する。図示の実施例では、タッチモード領域
及び変換器モード領域は各々が２つの象限から成っているが、各モード領域は１つの領域
又は３つ以上のサブ領域から成っていて良い。また、多数の領域及びサブ領域が組み合わ
されているパターンと同様に、各領域及びサブ領域の形状は図５（ｂ）に図示されている
ものには限定されない。例えば、各領域又はサブ領域は、ストライプを形成するように細
長い形状を有すると共に、相互に並行に配置し得る。
【００７１】
　図１１（ａ）は変換器モードの際に電極アレイ１５４からの各信号を走査すべくセンサ
制御装置１５２によって実行される工程の一例を図示するフローチャートである。ステッ
プ１００１では、第１の水平ＩＴＯライン、例えば、第１のＹ電極からの信号を受信する
ようにマルチプレクサ４１０、４１２がセットされる。ステップ１００３では、選択した
水平ＩＴＯラインが走査される。ステップ１００５では、走査すべき他の水平ＩＴＯライ
ンがあるか否かを決定する。仮にそうであれば、ステップ１００６において、次の水平Ｉ
ＴＯラインを選択し、ステップ１００３に戻って、選択した次の水平ＩＴＯラインが走査
される。ステップ１００５において、これ以上の水平ＩＴＯラインが存在しないと決定さ
れると、ステップ１００７にて、第１の垂直ＩＴＯライン、例えば、第１のＸ電極からの
信号を受信するようにマルチプレクサ４１０、４１２がセットされる。ステップ１００９
では、選択した垂直ＩＴＯラインが走査される。ステップ１０１１にて、走査すべき他の
垂直ラインがあるか否かが決定される。もしそうであれば、ステップ１０１３において、
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次の垂直ＩＴＯラインを選択し、ステップ１００９に戻って、選択した次の垂直ＩＴＯラ
インが走査される。ステップ１０１１にて、これ以上の垂直ＩＴＯラインが存在しないと
決定されると、即ち、電極アレイ１５４全体が走査されたことが決定されたならば、ステ
ップ１０１５に進み、制御装置１５２の処理段４１４におけるＡＧＣ５０４の利得を調整
するのに走査データの信号が使用される。本発明の種々の例示的実施例によれば、図１１
（ａ）の各工程が、ＭＰＵ４２０によって実行される他のソフトウェアと同時に、実行さ
れる。このことによって、電極アレイ１５４から届く信号サンプルに一定の流れが形成さ
れることが保証される。
【００７２】
　次に、図１１（ｂ）及び図１１（ｃ）を説明する。図１１（ａ）を参照すると、前述し
た電極の走査の際に、信号の検知が行われている電極に隣接した各電極を選択的に終端さ
せることによって検知電極の容量性応答が改善されて、信号対雑音比が向上し、安定した
信号が生成されることがわかった。図１１（ｂ）にその詳細を示す。第２の組を構成する
細長い電極のうちの１つの電極４２６が信号検知状態にあり、一方、第２の組を構成する
細長い電極１５４ｂの各隣接電極が全て抵抗器Ｒを介してアースに終端している。また、
第１の組を構成する細長い電極１５４ａは全て接地されている。本願で使用する「選択的
に終端された」とは、零または低いインピーダンスを介して接地された状態、浮遊された
状態（即ち、非接続状態、あるいは高い又は無限のインピーダンスで接地された状態）、
及び抵抗器または別の所定のインピーダンスを有する電子装置を介してアースに終端され
ている状態を含む、複数の選択状態のうちの任意のものを意味する。
【００７３】
　他の実施例では、隣接する電極のうちの２つ以上の電極のみが直接に、あるいは抵抗器
を介して終端され得る（又は浮遊、或いは接地）。図１１（ｂ）の例では、第２の組を構
成する細長い電極１５４ｂの全ての隣接する電極が抵抗器（Ｒ」を介して終端されている
。例えば、図１１（ｃ）は、本発明による別の例示的実施例を示しており、第２の組を構
成する細長い電極のうちの１つの電極４２６が検知され、一方、この電極４２６の両側に
位置する２つの隣接電極４２７(合計で４つの隣接電極)も浮遊されている。なお、残りの
電極は接地されている。この実施例においては、これらの隣接する電極４２７は抵抗器等
の別のデバイスを介してアースへ接地されない。別の実施例としては、電極４２６の一方
の側の３又は４つの隣接した電極も、残りの電極が接地された状態で、浮遊させ、又は抵
抗器を介して終端され得る。全ての隣接する電極を接地しない場合には、隣接する電極間
に交差結合を引き起こすという従来の知識とは反対に、幾つかの応用では、隣接する電極
を浮遊させ、または抵抗器を介して終端することによって、変換器１７５と信号検知状態
にある電極（４２６）の間の容量性結合が驚くほど改善される。
【００７４】
　一方、他の応用では、全ての隣接する電極を接地することによって、隣接電極間の容量
性結合が低減され、信号検知状態にある電極の容量性応答を改善する。このことは、例え
ば、高周波信号を使用し、又は電極が非常に薄く１ｍｍ程度の幅を有する場合に成立し得
る。上述した選択的終端に関する適切な方法（例えば、どれ程多くの隣接する電極を浮遊
させ、抵抗器を介して終端させ、又は直接に接地すべきか）は、シミュレーション方法に
基づいて特定の電極構成パターンに対して導き出すことが可能である。特定の例として、
図１３（ｂ）に図示するように、各電極を直接に（すなわち、インピーダンスを零として
）あるいは抵抗器を介した接地によって終端させた状態から、浮遊の状態（すなわち、無
限のインピーダンスを介して接地）まで変化させることによって、信号応答の曲線幅が制
御される。この曲線幅を制御し最適化することは、変換器の位置を決定すべく、以下にて
も説明する、曲線の当てはめ手順を実行する上で有益となろう。
【００７５】
　以上の説明は、変換器１７５及びセンサ１５０が、変換器１７５によって発生した電界
に基づいて、電気的に（容量的に）結合された本発明の種々の実施例に関するものである
。他の実施例では、これらは変換器１７５によって発生した電磁界の磁界成分に基づいて
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磁気的に結合可能である。図１１（ｄ）は、磁気結合を用いた実施例で好適なセンサ１５
０´のサンプル構成を図示している。図１１（ｄ）では、第２の組を構成する（垂直）電
極１５４ｂにおいて、各々の電極の一方の側は配線「Ｔ１」を介して共に短絡される。各
々の電極の他方の側は、第２の組を構成する電極１５４ｂの何れも、接地されるか又は制
御装置１５２（図示せず）に接続された検知ラインＬに接続され得るように、スイッチS1
～S14に接続されている。他の例では、第２の組を構成する電極１５４ｂ又は第１の組を
構成する電極１５４ａのうちの２つ以上の電極が同時に検知ラインＬに接続され得る。図
示の例では、同時には１つの電極１５４ｂ′のみが検知ラインに接続される。なお、図１
１（ｄ）では、第２の組を構成する電極１５４ｂのためのスイッチS1～S14を示している
が、第１の組を構成する電極１５４ａについても同様のスイッチが接続される。
【００７６】
　図１１（ｄ）に示すように、閉じたスイッチS3及びS8によって、（図１１（ｄ）におけ
る左側から）第２の電極１５４ｂ″及び第４の電極１５４ｂ′、これらの２つの電極を接
続する配線Ｔ１、（制御装置１５２に接続される）検知ラインＬ、及び（制御装置１５２
からの）戻り経路Ｐによって囲まれたループが形成される。すなわち、この構成によって
、接地された電極１５４ｂ″を介したループが形成される。このループによって囲まれた
領域を流れる任意の磁束は、このループと直列に接続された電流源または電圧源としてみ
なすことができる起電力を生成する。ループを、図８に示したような電圧増幅器、または
図９及び図１０に示したようなトランスインピーダンス増幅器に接続することによって、
磁気変換器によってループに誘起される信号を検出することができる。多数のループを横
切る信号の検出に基づいて、磁気変換器の位置を計算し、決定することができる。磁気変
換器は、図３（ｂ）に示す、一般的なピン形状のアンテナ１７９と比較した場合、より強
い磁界を生成可能なループ（又はコイル）アンテナを有することを除いては、図３（ｂ）
に示した変換器と同様に、構成される。
【００７７】
　なお、図１１（ｂ）、図１１（ｃ）及び図１１（ｄ）では、第１の組を構成する電極１
５４ａを「ＩＴＯ底部（ＩＴＯ　Ｂｏｔｔｏｍ）」として示し、第２の組を構成する電極
１５４ｂを「ＩＴＯ上部（ＩＴＯ　Ｔｏｐ）」として示しているが、各電極の上部及び底
部の配置方向は本発明によってそのようには制限されない。
【００７８】
　図５（ａ）及び図６を参照して前述したように、マルチプレクサ４１０、４１２によっ
て逐次的に選択された各信号は増幅器５０２によって増幅され、ＡＧＣ５０４によって振
幅調整され、ノッチフィルタ５０６、帯域フィルタ５０８、及びエイリアス除去フィルタ
５１０によってフィルタリングされ、ＡＤＣ４１６によってデジタル値に変換される。そ
の後、本発明の種々の例示的実施例によれば、ＡＤＣ４１６から受信した各デジタル値の
フィルタリングを行うようにＭＰＵ４２０が構成されている。なお、ＭＰＵ４２０とは別
のプロセッサによってデジタルフィルタリングを実現し得る。具体的に、ノッチフィルタ
５０６、帯域フィルタ５０８、及びエイリアス除去フィルタ５１０は実質的に雑音を除去
するが、除去し切れない雑音が残存し得る。従って、ＡＤＣ４１６から出力された各デジ
タル値からこの残存する雑音を除去するのに、センサ制御装置１５２はＭＰＵ４２０また
は別のプロセッサにおいてデジタルフィルタリング技術を使用することが好ましい。任意
の適切な無限インパルス応答（ＩＩＲ：ｉｎｆｉｎｉｔｅ　ｉｍｐｕｌｓｅ　ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅ）又は有限インパルス応答（ＦＩＲ：ｆｉｎｉｔｅ　ｉｍｐｕｌｓｅ　ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅ）フィルタを使用して良い。
【００７９】
　図１２には、デジタルフィルタリング用の手順が例示的に示される。デジタルフィルタ
リング手順は別のプロセッサにても実現し得るが、このデジタルフィルタリング手順はＭ
ＰＵ４２０によってソフトウェア処理として実現されるのが好ましい。図示の実施例では
、デジタルフィルタリング手順はフィルタリングのための３つのチャネルを備える。各チ
ャネルは変換器１７５によって電界が発生可能な多数の周波数のうちの１つに対応する。
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図示の実施例では、３つの周波数のうちの任意の周波数で選択的に送信するように変換器
１７５が構成される。このため、他の実施例ではより多くの周波数チャネルが含まれ得る
が、デジタルフィルタリング手順は３つの対応するチャネルを含む。各フィルタリングチ
ャネルは異なる通過周波数（Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３）を有する帯域フィルタ、整流段、及び低
域フィルタを備える。一般に、近接ＬＣＤスクリーンからの雑音等の、既知の近接雑音源
からの雑音をフィルタリングし切るようにフィルタ周波数が選択される。３つの帯域フィ
ルタの出力の各々は整流されて、対応する低域フィルタに供給される。各デジタル値を低
域フィルタリングすることによって残存する雑音がフィルタリングされることで、各入力
デジタル値から関連属性（例えば、振幅、位相等）情報が抽出される。従って、デジタル
フィルタリングの出力によって、変換器１７５の位置を決定すると共に、変換器１７５か
ら受信した信号から、符号化されたデジタルデータを復号するための正確な基準が取得さ
れる。
【００８０】
　本発明の一態様によれば、２つ以上の周波数チャネルが良好な雑音排除のために使用さ
れる。例えば、所定の周波数でシャープなピークを備えた信号（ノイズ）を放射するＬＣ
Ｄスクリーンもある。これらの周波数のうちの１つの周波数が変換器１７５によって使用
される周波数と同一であれば、変換器１７５に有効な他の周波数に切り替えて使用するこ
とができる。従って、本発明の一実施例によれば、センサ１５０のための制御装置１５２
は、多数の周波数チャネルの各々に対して信号対雑音比を決定するように構成され、最大
の信号対雑音比を有する周波数チャネルを受信チャネルとして、あるいは設計時の較正工
程の一部分として選択する。以下において説明するように、変換器モードの際に制御装置
１５２が選択受信チャネルを示すデジタルデータを変換器１７５に送出することも可能で
ある。こういったデジタルデータを受信し復号化すると直ちに、変換器１７５は選択した
受信チャネルで送信を開始する。本発明の別の実施例によれば、２つ以上の組合せ式タッ
チ及び変換器入力システムを、例えば互いに近接させて両方とも使用するとき、２つ以上
のシステムの間での交差結合を回避するように、互いが異なる周波数で、又は異なる組か
ら構成される周波数で電界を伝送するように、これらのシステムの変換器が構成される。
【００８１】
　前述したように、変換器１７５によって発生した電界により電極アレイ１５４に誘起さ
れる複数の検知信号の測定属性（例えば、振幅、位相等）に基づいて、変換器１７５の位
置が決定される。例えば、多数の電極にそれぞれ誘起される多数の信号の振幅は最大の振
幅を求めるべく測定され相互に比較され得る。変換器１７５の位置は、変換器１７５に最
も近い電極に最大振幅を有する信号が誘起されるという一般観念に基づいて決定される。
他の実施例では、多数の電極にそれぞれ誘起された多数の信号の位相が、変換器１７５の
位置を決定するのに測定され相互に比較され得る。例えば、３００ＭＨｚの変換器信号で
は、５ｃｍ離隔した２つの電極に誘起される信号の位相差は１８°となろう。６００ＭＨ
ｚで動作するＡＤＣを使用して各信号をデジタル化することによって、それらの位相を得
ることができる。各電極での位相偏移を測定することによって、各電極に対する変換器の
相対的移動を決定可能である。例えば、上記の例において、変換器が電極から１ｃｍ離れ
て移動すると、この電極に誘起される信号の位相は３．６°だけ偏移することとなろう。
この方法においては、各電極に対する変換器の相対的移動のみが既知となる。変換器信号
の各周波数を周期的に変化させることによって、異なる電極が位相偏移を検知するタイミ
ングを検出し比較することが可能である。周波数変化後の位相偏移を最初に検知する電極
が変換器に最も近接した電極である。この後、引き続き、他の電極においても位相偏移を
検出することによって、変換器の絶対位置を決定可能である。その後、同じ周波数を用い
て、異なる電極での位相偏移をモニタする。変換器の絶対位置を再度決定可能な次の周波
数に変化するまでに、各電極に対する変換器の相対的移動が決定される。
【００８２】
　本発明の種々の例示的実施例によれば、電極アレイ１５４に誘起され、次いでデジタル
値に変換されフィルタリングされる各信号の属性（例えば、振幅、位相等）に基づいて変
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換器１７５の位置を決定するのに、曲線の当てはめ技術が用いられる。この事については
、ＭＰＵ４２０内のデジタル値を用いるか、又はホスト装置（例えば、本発明の組合せ式
タッチ及び変換器入力システムを入力／表示システムとして組み込まれるパーソナルコン
ピュータ：ＰＣ）に含まれる主プロセッサ等、１つ以上のプロセッサと共同して曲線の当
てはめを実行するようにＭＰＵ４２０が構成される。曲線の当てはめ処理が集中する場合
には、このような分散処理を幾つかの応用に使用し得る。この場合、電極アレイ１５４に
誘起した信号を測定しフィルタリングして得た各信号を、ＭＰＵ４２０から処理用のホス
トシステムのプロセッサに移動させた後、例えばＵＳＢ又はＲＳ２３２インタフェース（
図５（ａ）参照）等の直列インタフェースを介してＭＰＵ４２０に戻し得る。
【００８３】
　適切なパラメータで表示された任意の曲線が曲線の当てはめに使用可能である。本発明
の種々の例示的実施例によれば、アンテナとしても機能する特定の先端形状を有する変換
器と、特定の電極構成パターン（即ち、各電極の形状及び電極アレイの配置パターン）を
有する電極アレイとを備えた任意の組合せ式タッチ及び変換器入力システムに対して、適
切な曲線を経験的に得ることが可能である。曲線の当てはめに基づく変換器による指示位
置の決定は、実質的には任意の組合せ式タッチ及び変換器入力システムに対して適切な曲
線を得ることが可能であり、かつ特定の組合せ式タッチ及び変換器入力システムに対して
得られる曲線は大量生産される同一の組合せ式タッチ及び変換器入力システムに確実に応
用可能である点において有益である。この理由は、ＩＴＯ製造工程等のシステムの製造工
程で予想される通常の変化を説明するのに曲線の当てはめ技術は十分に強力であるからで
ある。こういった曲線を広く多様に異なる電極形状及びアレイパターンに対して較正可能
であることから、この技術は、容量性タッチ検知に対して本来設計されてきたこれらの形
状及び構成を始めとして、電極アレイの多くの異なる形状及び構成の使用を容易にする。
【００８４】
　図１３（ａ）は本発明の一実施例による曲線の当てはめ技術に基づく変換器の位置を決
定するのに使用されるサンプル工程を図示するフローチャートである。ステップ１３００
において、変換器１７５が電極アレイ全体に渡って多数の既知の位置に置かれるとき、電
極アレイ１５４に誘起される信号データが収集される。ステップ１３０２にて、収集され
た信号データに最も適合するパラメータ化曲線が定義される。これら２つのステップは設
計時に実行し得て、定義された曲線は次いでセンサ１５０の制御装置１５２に記憶される
。ステップ１３０４にて、変換器モードの際、変換器１７５によって電極アレイ１５４に
誘起された信号データが収集され、この際、変換器の位置は制御装置１５２にとって未知
である。ステップ１３０６にて、前記ステップ１３０４にて収集されたデータを定義済み
の曲線に適合させることによって、変換器の指示位置が決定される。これらのステップの
各々は以下にて詳細に説明する。
【００８５】
　本発明の各例示的実施例によれば、２つの適合曲線を得ることができる。この際、幾つ
かの応用では、同一の曲線をＸ－及びＹ－位置決定の各々に使用し得る。すなわち、一方
の曲線はＸ－位置決定のためのものであり、他方の曲線はＹ－位置決定のためのものであ
る。Ｘ及びＹ方向（それぞれ電極アレイの列及び行）の各々での曲線の当てはめに対して
、Ｘ電極及びＹ電極に誘起される各信号の属性は経験的に又は理論的に確立される。属性
を設定する１つの実験的方法は、ロボットのアーム又は他の適切な道具を用いて電極アレ
イ１５４全体に渡って変換器を走査することを含む。ロボットのアームは指令を受けて、
既知の傾斜（例えば、ｘ－位置走査の際の、Ｘ－Ｚ面にある変換器の軸と、検知面に垂直
なラインとの間に形成される角度）、及び検知面上方の既知の高さを用いて既知の位置に
移動し得る。Ｘ－位置走査の際、電極アレイ全体の良好なカバレッジが達成されるまで、
変換器が電極アレイの電極間及びその全体に渡って移動し、Ｘ電極に誘起された各信号の
属性（例えば、振幅、位相等）が連続的に自動式に記録される。Ｘ及びＹ方向の変換器の
移動に伴って、変換器の傾斜及び／又は高さも変化し得る。例えば、２０個のＸ電極に対
して、Ｘ電極に誘起される各信号の各属性を記録するのに（傾斜及び／又は高さを有する



(25) JP 2010-86542 A 2010.4.15

10

20

30

40

）２，０００個の変換器位置を使用し得る。必要とされる実際の測定数は一般に、電極ア
レイ１５４の構成上の対称性に依存することとなろう。対称性があれば、電極アレイ１５
４の部分に対して記録された測定データは、対応する対称の部分に対する測定データを推
定するのに使用し得る（図１３（ａ）のステップ１３００）。同様の工程はＹ‐位置走査
に対しても繰り返して良い。
【００８６】
　Ｘ電極及びＹ電極に対する全測定データが一旦経験的に又は理論的に設定されると、変
換器１７５の各位置（及び傾斜／高さ）が、その位置にて変換器によって発生した電界に
より、Ｘ電極及びＹ電極に誘起された各信号の属性と関連付けられる１組の測定データと
なるようにデータを配置可能である。
【００８７】
　次に、曲線の当てはめ数式として使用される適切な数学的等式にデータが適用される。
換言すると、曲線の当てはめ数式、即ち、データに適合するパラメータ化曲線が設定され
る。使用することができる可能曲線は、多項式と、有理多項式と、三角関数、対数関数及
び指数関数の組合せである。非常に単純な幾何学的形状では、直線的な線形補間で十分と
なり得る。有理多項式は、計算の精度及び速度の間に良好な妥協をもたらし得る。同一の
矩形状導体から成るＸ電極に対して、多項式は例えば以下の通りに定義することができる
。
【００８８】
【数６】

　上記数式は、一連のＸ電極中のｉ番目の電極を中心の電極として仮定すると共に、変換
器がこのｉ番目の電極を左から右に横切るとしたときに、このｉ番目の電極上の予想振幅
を調べる。式中、xはこのｉ番目の電極の中心からの距離を表す。また、x＜０は変換器が
ｉ番目の電極の中心から左側にあることを示し、x＞０は変換器がｉ番目の電極の中心か
ら右側にあることを示し、またx＝０は変換器がｉ番目の電極の中心にあることを示す。
変換器がｉ番目の電極の中心（即ち真上）にある場合にこの有理多項式は一般にx＝０で
ピークを持ち、また変換器がｉ番目の電極の左側又は右側に移動するとき、ｉ番目の電極
の振幅は減少する。数式６に基づく例示的曲線を図１３（ｂ）に示す。上記数式において
、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ及びｆの値は使用中の特定の変換器の先端形状及び電極構成パラメ
ータに対して経験的に決定される較正パラメータである。この実施例において、電極アレ
イ１５４の各電極は同一に構成されているので、Ｘ電極の各々に対して同一の曲線を生成
し得る。全ての場合に要求されるわけではないが、一般に、これらの較正パラメータはＸ
電極及びＹ電極に対して別個に定義され（Ｘ電極及びＹ電極に対して２つの曲線をそれぞ
れ生成する）ることとなろう。なお、数式６は使用可能な有理多項式の一例である。他の
多項式、又は関数の組合せも使用し得る。（図１３（ａ）のステップ１０３２）。
【００８９】
　選択された曲線の当てはめ数式（又はパラメータ化曲線）、及び経験的に決定された較
正値を用いて、ＭＰＵ４２０は入力データを所定の曲線に適合させることで、変換器１７
５の位置を容易に決定することができる。この第２の曲線への当てはめは、多様の異なる
技術を使用して実行可能である。例えば、変換器の位置は曲線の当てはめ数式及び測定振
幅間のそれぞれの２乗和を最小化することによって決定可能である。この技術の一例は以
下の数式を解くことを包含する。
【００９０】
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【数７】

　この例において、変換器のＸ位置を決定するため、x1, x2, x3, x4, x5等の一連の（又
は複数の）Ｘ電極に誘起される振幅がそれぞれA1, A2,A3, A4, A5として測定され、上記
数式に入力される。ここでp(x)は前述した曲線の当てはめ数式である。Ｘ電極x3が中心電
極として選択されたとき、x3に対する変換器の位置xpen（例えば、中心x3の左側の負の値
及び中心x3の右側の正の値）は、前記数式を解くことによって、即ち和を最小化する値xp
enを決定することによって決定可能である。この工程は次いでx6, x7,x8, x9, x10等の別
の組を構成するＸ電極に対して繰り返され得る。同様に、この工程は値ypenを求めるため
Y方向に繰り返される。Ｘ位置及びＹ位置に対して曲線の当てはめを実行することによっ
て、変換器の正確な位置を決定することができる（図１３（ａ）のステップ１３０４及び
ステップ１３０６）。
【００９１】
　入ってくる振幅測定データを定義済みの曲線に適合させる別の技術は、任意の２点間の
最長距離を使用する。この技術の一例は以下の数式を解くことを必要とする。
【００９２】

【数８】

　この技術は、任意の２点間の最長距離を最小化する値xpenを求めると共に、最悪の場合
をも考慮した最良の適合を求める。得られた曲線が非常に平坦な応答を有していれば、こ
の技術は有用であり得る。
【００９３】
　別の例として、前記数式７及び８におけるような最小値を迅速に決定するのに、リーベ
ンベルク‐マルクワルト法（Ｍａｒｑｕａｒｄｔ－Ｌｅｖｅｎｂｅｒｇ）及びガウス・ニ
ュートン法（Ｇａｕｓｓ－Ｎｅｗｔｏｎ）等の技術が使用可能である。これらの技術は一
般に、xpenに対する初期推定値を使用して開始され、続いてp(x)の導関数を使用して推定
値を良いものにしていく。最小値が少しでも改善されるまで、xpenに対する推定値を調整
したまま工程は繰り返される。この時点で、最小値が求められると共に、xpenが決定され
る。別の形式の当てはめアルゴリズムは２分探索法を使用する。この場合、もっともらし
い開始値が選ばれ、値が後方及び前方に探索され、電極ストリップ差分のみから開始して
、最良の回答が得られるまでこの差分を再分する。この技術はリーベンベルク‐マルクワ
ルト法又はガウス・ニュートン法が特定の適用に不適切であるものに有益であり得る。別
の例として、Ｘ－Ｙ方向に対して同時に適合する２Ｄ（２次元）処理も使用し得る。
【００９４】
　前述のように、電極アレイ１５４に誘起された信号の属性は、変換器の傾斜及び／又は
高さを変化させながら測定し得る。従って、変換器の傾斜及び／又は高さ等の他のデータ
を更に説明するパラメータ化曲線を得ることができ、又は調整可能である。検知面上方の
変換器の高さ（又は「ホバー（ｈｏｖｅｒ）」）は、例えば、以下の数式を解くことによ
って求めることができる。
【００９５】
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【数９】

　この例では、振幅Ａｉがｉ番目の電極で検出された状態で（x4を中心電極として）７個
のＸ電極が使用される。またｈは高さである。x4に対する変換器xpenのＸ位置及び高さｈ
は、和を最小化する値xpen及びｈを決定することによって求められる。なお、上記数式で
は、変換器が検知面から離れるに従い、信号強度は１／ｈに比例して減少する。
【００９６】
　別の例では、変換器の傾斜は、磁気的結合実施例での使用に好適な、三角関数を含む以
下の数式によってパラメータ化することができる。
【００９７】

【数１０】

　この式において、ＰｔｉｌｔはＸ方向で検知面に直交する軸に関する傾斜角であり、Ｗ

ｉｔｏは１つの電極ループの幅である。
【００９８】
　この技術についての別の変形では、精度を向上させるために曲線の当てはめの重み付け
が可能である。一般にこのことは、より強度の高い信号が、一般には、より高い信号対雑
音比を有するため、これらのより強度の高い信号により大きな量を重み付けすることによ
って行われる。信号が最も強い電極の中心のxpenに対する初期推定値から開始することが
望ましい場合もあり得る。このことは実際の最小値が探索アルゴリズムによって求められ
る確率を向上させる。
【００９９】
　本願で使用すると共に、前記説明によって確認したように、用語「曲線の当てはめ（ｃ
ｕｒｖｅ　ｆｉｔｔｉｎｇ）」又は「当てはめ（ｆｉｔｔｉｎｇ）」は、「テスト」デー
タに最も良く適合する１つ以上の曲線を構成し、続いて、「実際」のデータを処理するの
にその１つ以上の曲線を使用するのに用いられる広範囲の技術のうちの１つ以上の技術に
関連している。曲線と実際のデータとの誤差（例えば、２乗和）を最小化することによっ
て、定義済みの曲線を実際のデータに適合させ、又は反復工程を通して曲線を適合させる
種々の例が開示される。しかしながら、他の例では、非反復工程を使用し得る。例えば、
最小２乗線形回帰を用いて、反復すること無く、かつ誤差を最小化する必要も無く良好な
適合を得ることが可能である。より高速のアルゴリズムと引き替えに幾つかの位置決めデ
ータを犠牲にすることもできる。例えば、良好な信号対雑音比を有する細長い電極を有す
る電極アレイにおいて、最も大きい振幅を有する２つの電極間に単純な線形補間法を使用
して、変換器の位置を決定することが可能である。
【０１００】
　前述したように、本発明の種々の例示的実施例によれば、変換器制御装置１７７は周波
数ホッピング技術を使用して多数の周波数で、より詳細には、逐次的に異なる周波数で電
界を選択的に発生させる。詳細には、本発明の種々の実施例において、変換器制御装置１
７７のＭＣＵ３１８は、異なる周波数範囲でアンテナへ供給する信号を選択的に発生する
ように構成された搭載デジタル制御式発振器を備える。雑音排除能力を向上させるために



(28) JP 2010-86542 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

、１つの周波数から別の周波数にホッピングすると、これに対応してアンテナ１７９によ
って発生した電界の周波数が変化する。また、これらの異なる周波数は、デジタルデータ
を符号化し、変換器１７５から電極アレイ１５４、ひいてはセンサ制御装置１５２に送信
する際に使用することができる。例えば、圧力データ、スイッチ状態データ、及び変換器
識別用データ（ＩＤ）等、変換器１７５に関係するデジタルデータを符号化して送出する
のに適切な周波数偏移キーイング（ＦＳＫ）技術を使用可能である。変換器識別用データ
は特定の変換器を識別するのに有益であり得る。例えば、センサ１５０がＰＯＳ（ｐｏｉ
ｎｔ－ｏｆ－ｓａｌｅ）システムに使用されると共に、異なる販売代理人が異なる変換器
１７５を携帯するとき、センサは代理人の変換器１７５から受信された変換器識別用デー
タに基づいてデータを入力中の特別の販売代理人を自動的に識別できる。別の例としては
、本発明による複数の組合せ式タッチ及び変換器入力システムが互いに近接して使用され
るとき、所望の変換器１７５から受信された信号のみを処理できるように（他の変換器と
は区別して）、その変換器１７５を識別できることは各センサにとって望ましいこととな
ろう。
【０１０１】
　本発明の一態様によれば、変換器１７５及びセンサ１５０間の通信に使用される周波数
は既知の（基本）周波数を分周することで定義されて良い。この方法は基本周波数の高調
波を回避すると共に、より良好な雑音排除を提供するという利点をもたらす。一例におい
て、変換器１７５は２つのモードで動作する。第一のモードは４つの周波数を発生させる
ことができる低電力モードである。第二のモードは低電力モードに比してより多くの電力
を消費するが、基本周波数の高調波ではない多数の周波数をもたらす高電力モードである
。下記の表１は本発明の一実施例による変換器によって使用することができる可能周波数
を表す。
【０１０２】
【表１】

　低電力モード及び高電力モードの各々において、基本周波数を分周することによって、
使用可能な周波数が決定される（例えば、５００ｋＨｚ及び２ＭＨｚ）。上記表１は本発
明の一実施例による使用可能な１組の異なる周波数の一例を単に示しているに過ぎず、他
の異なる周波数の組を本発明の他の実施例における使用のために選択しても良い。１組の
異なる適切な周波数を選択するのに、位相ロックループ（Ｐｈａｓｅｄ　Ｌｏｃｋｅｄ　
Ｌｏｏｐ（ＰＬＬ））を使用する方法等の種々の他の方法を使用し得る。
【０１０３】
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　ＰＬＬの構成は周知である。図１３（ｃ）に、本発明の実施例による使用に好適なサン
プルＰＬＬの構成を示す。このＰＬＬは、基準周波数（Ｒｆ）１３１０、電圧制御発振器
（Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ（ＶＣＯ））１３１２
、位相検出器１３１４、及び演算増幅器１３１６と２つの抵抗器１３１８ａ、１３１８ｂ
から成るループフィルタを備える。基準周波数（Ｒｆ）から異なる周波数を発生させるた
め、ＰＬＬは１つ以上の分周器（図時の実施例ではＭ分周器１３２０及びＮ分周器１３２
２）を備える。ＰＬＬは基準周波数（Ｒｆ）に基づいてＭ／Ｎで規定される各周波数を発
生させることができる。このことによって、基本周波数を共有する広範囲の周波数が生成
可能となる。例えば、仮にＮが１から１６の範囲で選択可能でならば、１６、１５、１３
及び１１をＮ分周器１３２２における除数として選択し得る。仮にＭ分周器１３２０にお
ける除数として１１又は７が選択されると共に、基準周波数（Ｒｆ）が５００ｋＨｚであ
れば、以下の出力周波数を発生させられよう。
【０１０４】
　　　11/16 * 500 KHz = 343.75 KHz
　　　11/15 * 500 KHz = 366.67 KHz
　　　11/13 * 500 KHz = 423.08 KHz
　　　7/11 * 500 KHz = 318.18 KHz
 
　ＰＬＬは、互いが近接する範囲の周波数を発生させることができるため、センサ制御装
置１５２内のアナログ処理段４１４に狭帯域フィルタ（５０８）を使用することができる
。このため、信号がデジタル化される前に信号対雑音比を増大させるという効果がある。
【０１０５】
　一実施例においては、特定化された範囲内の４つの異なる周波数（例えば、前記表１の
「低電力」モードにおける１００ｋＨｚ、１２５ｋＨｚ、１６６ｋＨｚ及び２５０ｋＨｚ
）を発生させるように変換器１７５が構成される。雑音排除の必要に応じてこれらの４つ
の異なる周波数を切り替え、又は周波数偏移でデジタルデータを符号化するように変換器
制御装置１７７が構成される。周波数ホッピングを使用してデジタルデータを符号化する
のに種々の技術を使用することができる。例えば、任意の適切な周波数偏移キーイング（
ＦＳＫ）技術を使用しても良い。付加的に又は代替的に、デジタルデータを符号化するの
に、任意の適切な振幅偏移キーイング（ＡＳＫ）技術、位相偏移キーイング（ＰＳＫ）技
術、又は直交振幅変調（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉ
ｏｎ　（ＱＡＭ））体系等の、より複雑な符号化体系をデジタルデータの符号化に使用し
ても良い。
【０１０６】
　一つの特定例として、デジタルデータを符号化するのにマンチェスター型コードを使用
し得る。このマンチェスター型コードでは、ハイからローへの周波数の変化は「１」を送
信し、一方、ローからハイへの周波数の変化は「０」を送信する。下記の表２はマンチェ
スター型コードに基づくサンプルデータ符号化体系を図示する。
【０１０７】
【表２】

　上記に示すように、ハイからローの３個の連続した変化（「１１１」）はフレームの開
始（ＳＯＦ）を示し、ローからハイの３個の連続した変化（「０００」）はフレームの終
了（ＥＯＦ）を示す。ＳＯＦ及びＥＯＦの間において、「００１」の任意の３個の変化は
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「０」を送出し、「０１１」の任意の３個の変化は「１」を送出する。これらのデジタル
データ（ＳＯＦ、０、１、及びＥＯＦ）はデータフレームの構成で送信される。その一例
が図１４に示されている。図１４に示すようなデータフレームは独自のスタートビット・
シーケンス（ＳＯＦ）及びエンドビット・シーケンス（ＥＯＦ）を有する。従って、異な
る長さを有することが可能である。図１４のデータフレームはフレームの開始（ＳＯＦ）
ブロック９５０を含み、これに続いてデータ型式ブロック９５２（２ビット）、ペイロー
ドデータブロック９５４（３～２４ビット）を含み、最後にフレームの終了（ＥＯＦ）ブ
ロック９５６を含む。下記の表３はデータの型式ごとのデータフレーム形式の一例を示す
。
【０１０８】
【表３】

　上記の例では、「００」の２ビットは「ペン識別」データを示し、独自のペン識別番号
を示す２４ビットがこれに続く。「０１」の２ビットは「スイッチ状態」データを示し、
３個までのスイッチのうちの１個のスイッチの状態を示す３ビットがこれに続く。最後に
、「１０」の２ビットは「圧力」データを示し、検出された圧力値を示す８ビットがこれ
に続く。３つの型式のデータのみを示したが、より多くの又は異なる型式のデータを定義
してデジタル的に符号化しても良い。例えば、傾斜センサ又は回転センサ等の変換器１７
５上に設けられた任意の他のセンサ、或いは変換器１７５の動作モード（例えば、「起動
モード」又は「スリープモード」）から得たデータを定義してデジタル的に符号化して良
い。
【０１０９】
　下記の表４はスイッチ状態データを含むデータフレームの一例を示す。
【０１１０】
【表４】

　上記の例において、最初に、ハイからローへの３個の連続した周波数変化（「１１１」
）はフレームの開始（ＳＯＦ）を示す。次の「０１」の２ビットは「００１」及び「０１
１」の周波数変化によって発生され、このデータフレームが「スイッチ状態」データであ
ると共に、ペイロードデータが３ビット長であることを示す。続く「１００」の３ビット
は「０１１」、「００１」及び「００１」の周波数変化によってそれぞれ発生され、第１
のスイッチが押圧されたことを示す。最後に、ローからハイの３個の連続した周波数変化
（「０００」）はフレームの終了（ＥＯＦ）を示す。
【０１１１】
　前述した方法によってもたらされるデータ伝送の速度は周波数ホッピングの速度に依存
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する。例えば、４つの周波数を用いて周波数ホッピングを２５０μｓ毎に生じさせること
ができるのであれば、このシステムは１ｋビット／秒のスループットにてデータを送信す
ることができる。
【０１１２】
　本発明は前述した特別な例には限定されず、他のデータフレーム型式と同様に、種々の
他のデジタル符号化又は変調技術を使用しても良い。例えば、エラー訂正等の高度の特徴
を有する他の符号化技術（例えば、リード‐ソロモン（Ｒｅｅｄ－Ｓｏｌｏｍｏｎ）符号
化技術）を使用しても良い。
【０１１３】
　図１５は、本発明の一実施例におけるフローチャートである。デジタルデータを符号化
してセンサ１５０に送信する工程を始めとして、変換器制御装置１７７によって、より詳
細にはそのＭＣＵ３１８によって、一般に実行されるべき例示的工程を示す。変換器が起
動（ｗａｋｅｕｐ）した後、ステップ１０６０において、タイマーはスリープ（ｓｌｅｅ
ｐ）になるようにセットされる。タイマーが一旦スリープにセットされて、所定の時間が
経過すると、即ち、タイマーに設定された時間となると、変換器はスリープになる。ステ
ップ１０６２では、ペン先端に加えられた圧力を圧力センサ３０６にて検出する。ステッ
プ１０６４にて、ステップ１０６２で検出されたペン先端に加えられた圧力が所定のしき
い値を越しているか否かが決定される。仮にそうであれば、ステップ１０６６に進み、タ
イマーがスリープになるようにリセットされる。次いで、ステップ１０６８にて、ペン先
端に加えられた圧力がデジタルデータとして符号化され、センサ１５０に送信される。同
様に、ステップ１０７０にて、サイドスイッチの状態がデジタルデータとして符号化され
、センサ１５０に送信される。ステップ１０７２において、サイドスイッチ状態が変化し
たたか否かが決定される。仮にそうであれば、ステップ１０７４にて、タイマーがスリー
プになるようにリセットされる。次いで、ステップ１０７６にて、ペン識別情報（ＩＤ情
報）がデジタルデータとして符号化され、センサ１５０に送信される。ステップ１０７８
にて、タイマーが所定の時間に達したか否かが、例えば、ステップ１０６６及び１０７４
でリセットされたタイマーによって、決定される。仮にそうでなければ、工程はステップ
１０６２に戻り、ペン先端に加えられた圧力が再度検出されて、プロセス自体が繰り返さ
れる。一方、仮にタイマーが所定の時間に達したことがステップ１０７８で決定されると
、ステップ１０８０に進み、変換器がスリープになる。従って、割込み信号が発生する毎
に変換器１７５が起動し、かつタイマーをスリープにリセットする。検出されたペン先端
への圧力が所定のしきい値を超えた場合（ステップ１０６４）またはサイドスイッチ状態
が変化した場合（ステップ１０７２）には、割込み信号が発生する。
【０１１４】
　図１６は、変換器１７５において周波数偏移で符号化されたデジタルデータを、センサ
制御装置１５２にて復号化する場合に、実行されるべき工程を例示的に示めすためのフロ
ーチャートである。ステップ１０２０において、ペン周波数の状態が「未知（ｕｎｋｎｏ
ｗｎ）」にセットされる。ステップ１０２２にて、ペン周波数が検出されたか否かが決定
される。仮にそうであれば、ステップ１０２４にて、ペン周波数が「未知」であるか否か
が決定される。詳細には、この例では、事前に定義された１０個の周波数状態があって良
い。仮にステップ１０２２で検出された周波数が「既知（ｋｎｏｗｎ）」の周波数状態の
何れでもないならば、ステップ１０２６に進み、（未知であるために）周波数移動方向を
調べる必要があると指示され、しかる後、ステップ１０２２に戻って、ペン周波数が検出
されたか否かが決定される。仮にステップ１０２４で、ステップ１０２２で検出されたペ
ン周波数が「既知」の周波数状態の何れかであると決定されると、ステップ１０２８に進
んで、前回の検出以降周波数が変化したか否かが決定される。仮にそうでなければ、再度
ステップ１０２２に戻って、ペン周波数が検出されたか否かが決定される。
【０１１５】
　仮にステップ１０２８で、前回の検出以降周波数が変化したと決定されると、ステップ
１０３０に進んで、周波数移動方向を調べる必要があるが否かが決定される。初めは、周
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波数移動方向は未知であり、このためこれを調べる必要がある。従って、ステップ１０３
２に進み、現在検出された周波数が前回検出された周波数に比して低いか否かが決定され
る。仮にそうであれば、ステップ１０３４に進み、周波数が「ハイ（ｈｉｇｈ）からロー
（ｌｏｗ）」になったことが指示される。一方、仮にそうでなければ、ステップ１０３６
に進み、周波数が「ローからハイ」になったことが指示される。ステップ１０３４及び１
０３６の何れかから、ステップ１０２２に戻り、ペン周波数が検出されたか否か（ステッ
プ１０３４とステップ１０３６のいずれかに由来するこの場合は「イエス（ｙｅｓ）」で
ある）が再度決定される。ステップ１０２８に進んで、仮に前回の検出以降周波数が変化
したと決定されれば（ステップ１０３４とステップ１０３６のいずれかに由来するこの場
合は「イエス」である）、ステップ１０３０で、周波数移動方向を調べる必要があるか否
かが決定される。このとき、周波数移動方向は（ステップ１０３４にて）「ハイからロー
」又は（ステップ１０３６にて）「ローからハイ」の何れかとして既に指示されている。
このため、周波数移動方向を調べる必要はなく、ステップ１０３８に進み、現在検出され
ている周波数が、ステップ１０３４又はステップ１０３６で既に示したように周波数移動
方向と同一の方向に前回検出した周波数から移動したか否かが決定される。仮にそうであ
れば、ステップ１０４０に進み、周波数移動方向が「ハイからロー」であれば「１」が記
録され、周波数移動方向が「ローからハイ」であれば「０」が記録される。
【０１１６】
　その後、ステップ１０４２に進み、現在検出されている周波数が図示の実施例における
１４３ＫＨｚ等の、所定のしきい値に比して高いか否かが決定される。このしきい値は、
一般に、定義された周波数範囲の中間的な値（例えば、図示の実施例では、１００ＫＨｚ
から２５０ＫＨｚの範囲内における１４３ＫＨｚ）の近くに事前に定義される。仮に現在
検出されている周波数がこの定義済みのしきい値より高ければ、ステップ１０４４におい
て、周波数移動方向が「ハイからロー」であることが指示される。一方、仮に現在検出さ
れている周波数が所定のしきい値以下であれば、ステップ１０４６にて、周波数移動方向
が「ローからハイ」であることが指示される。ステップ１０４４及び１０４６の何れかか
らステップ１０２２に戻って、ペン周波数が検出されたか否かが再度決定される。仮にそ
うでなければ、ステップ１０４８に進み、周波数の前回の検出以降所定の時間が経過した
か否かが決定される。仮にそうであれば、ステップ１０５０に進み、新しいデータ（又は
新しいデータフレーム）の開始が指示される。
【０１１７】
　本発明の幾つかの実施例では、デジタル符号化と、周波数ホッピングを使用した通信は
変換器１７５及びセンサ１５０の間で双方向に達成される。デジタルデータは、センサ１
５０によっても同様にして符号化されて、変換器１７５に送信可能とされる。センサ１５
０によってデジタル的に符号化されたデータの型式は、例えば、センサ識別データ、受信
用チャネルデータ（即ち、どの周波数チャネルを使用すべきか）、及びセンサ１５０の動
作モードを含んでいて良い。更にまた或いは代替的に、圧力、スイッチ状態、ペン識別用
情報（ＩＤ情報）及びその他のデジタルデータは、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
：登録商標）及びジグビー（ＺｉｇＢｅｅ）プロトコルを含むＩＥＥＥ８０２．１５標準
に準ずるブルートゥース装置を介する等、他のＲＦ無線技術を使用して変換器１７５及び
センサ１５０間で送信して良い。
【０１１８】
　本発明の一態様によれば、電極アレイ１５４と共に使用するために構成されたコードレ
ス変換器１７５が提供される。このコードレス変換器１７５及び電極アレイ１５４は容量
的に結合されている。コードレス変換器１７５はその末端にペン先端（図３（ｂ）の１７
９）を有するペン状ハウジング（図３（ｂ）で３３０）と、このペン状ハウジング３３０
内に配置された変換器制御装置１７７とを備える。この変換器制御装置１７７はコードレ
ス変換器１７５の動作を制御すると共に、ペン先端に加えられる圧力を検出する圧力セン
サ３０６を備える。コードレス変換器１７５はまた、圧力センサ３０６によって検出され
た圧力センサデータをデジタルデータとして電極アレイに送信するように、変換器制御装
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御装置１７７及びアンテナ１７９を駆動するための電力を供給する蓄電池又はコンデンサ
（３１４）等の電力蓄積装置を備えることによって、コードレス変換器を実現する。
【０１１９】
　前記のコードレス変換器１７５は、適切なセンサ１５０と共に、組合せ式タッチ及び変
換器入力システムを形成する。幾つかの実施例では、この組合せ式タッチ及び変換器入力
システムは、充電用入力コネクタ３１５を介してコンデンサ（図４に示す３１４）を充電
するために、コードレス変換器１７５のために適切に形成されたドッキングステーション
（充電装置）を更に備え得る。
【０１２０】
　本発明の更なる態様によれば、近接対象物の位置及び変換器の位置を選択的に決定する
方法が提供される。この方法は８つのステップからなる。第１に、近接対象物が電極アレ
イ１５４を用いて容量的に検知される。第２に、近接対象物の位置が容量性検知に基づい
て決定される。第３に、電界が変換器１７５を用いて発生する。第４にデジタルデータが
変換器１７５から所定の形式で送信される。第５に、複数の検知信号が、電極アレイ１５
４の対応する複数の電極における電界に基づいて誘起される。第６に、この複数の検知信
号の属性が測定される。第７に、変換器１７５の位置が、この複数の検知信号の測定属性
に基づいて決定される。第８に、デジタルデータは電極アレイ１５４を用いて受信される
。
【０１２１】
　本発明の一態様によれば、変換器１７５及びセンサ１５０は変換器位置決定及びデジタ
ルデータ通信の各々のために非同期的に通信することができる。詳細には、幾つかの実施
例による本発明のシステム及び方法では、電極に誘起された信号の振幅及び周波数を決定
することに依存しているので、変換器１７５及びセンサ１５０の間で、特定の位相相関を
必要とするものではない。このことは多くの潜在的利点を有する。例えば、同期のための
有線又は専用の無線リンクの使用を必要とするものではない。同期のための専用無線リン
クはセンサ１５０の一部分の上にかさばる送信機を必要とし得る。更に、同期のための専
用無線リンクは他の装置を妨げる要因となり、またそれ以上に、他の装置によって干渉さ
れ得る。また、本発明を用いて達成可能な非同期設計は、変換器１７５及びセンサ１５０
間で異なる周波数を使用することを容易にする。また、非同期による通信の採用は、経年
劣化に強く、また、各種の装置と両立しやすい
【０１２２】
　本願で述べた実施例は、本発明及びその特別な応用を説明することによって当業者が本
発明を実施できるようにするために提示された。しかしながら、当業者は、前述の説明及
び諸例は例証及び実例のみのために提示されたことを認識することになる。前述のような
説明は包括的なものに意図され、又は開示から本発明を寸分違わないものに制限すること
に意図されたものではない。添付の特許請求の範囲の精神にもとることなく前述の教示を
鑑みて多くの修正及び変更が可能である。
【符号の説明】
【０１２３】
　１００・・・タブレット型コンピュータ、１０２・・・ディスプレイ、１０４・・・検
知面、１０６・・・指、１０８・・・スタイラス、１５０、１５０′・・・センサ、１５
２・・・制御装置、１５４・・・電極アレイ、１５４ｂ′，１５４ｂ″・・・電極、１７
５・・・変換器、１７７・・・変換器制御装置、１７９・・・アンテナ、３０６・・・圧
力センサ、３０８・・・パワーコントローラ、３１０・・・サイドスイッチ、３１４，９
０６・・・コンデンサ、３１５・・・充電用入力コネクタ、４１０，４１２・・・マルチ
プレクサ、４２７・・・隣接電極、６００・・・電荷増幅器、７００・・・電圧増幅器、
８００・・・トランスインピーダンス増幅器、９００・・・縦続形トランスインピーダン
ス増幅器、９０８，９０９・・・定電流源、S1～S14・・・スイッチ
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